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日本原子力研究開発機構では、高温ガス炉による大量かつ安価なカーボンフリー水素製造

技術の実用化を目指し、世界最高の原子炉出口冷却材温度 950℃を達成した高温工学試験研

究炉（HTTR）を用いて水素製造を行う HTTR-熱利用試験を計画している。HTTR-熱利用試

験では、原子力規制委員会からの設置変更許可取得を通じて、高温ガス炉と水素製造施設の

接続に関し、高い安全性を実現する安全設計を確立することが求められている。そこで、

HTTR 安全設計をベースに、施設の変更や水素製造施設の接続に伴い安全設計上新たに考慮

すべき事象に対する対策を考慮し、HTTR-熱利用試験施設の安全設計の考え方を検討した。

検討に当たっては、原子炉安全の観点からの十分な安全性を確保することを大前提としつつ、

水素製造施設に対して、高圧ガス災害に対する安全確保の多くの実績を有する一般産業法規

を適用することを基本方針とした。 

本報では、水素製造施設への高圧ガス保安法適用に係る合理性や条件、HTTR-熱利用試験

施設の安全機能の重要度分類や耐震設計上の重要度分類、重要安全施設の選定、原子炉設置

変更許可申請に係る安全設計の考え方に関する検討結果を報告する。 
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(HTTR) heat application test producing hydrogen with the HTTR which achieved the highest reactor 

outlet coolant temperature of 950°C in the world to realize a massive, cost-effective and carbon-free 

hydrogen production technology utilizing a high temperature gas cooled reactor (HTGR). In the HTTR 

heat application test, it is required to establish its safety design for coupling a hydrogen production 

plant to HTGR through the licensing by the Nuclear Regulation Authority (NRA). A draft of a safety 

design philosophy for the HTTR heat application test facility was considered taking into account 

postulated events due to the plant modification and coupling of the hydrogen production plant based 

on the HTTR safety design which was authorized through the safety review of the NRA against New 

Regulatory Requirements. The safety design philosophy was examined to apply proven conventional 

chemical plant standards to the hydrogen production plant for ensuring public safety against disasters 

caused by high pressure gases. This report presents a result of a consideration on safety design 

philosophies regarding the reasonability and condition to apply the High Pressure Gas Safety Act for 
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important safety system. 
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1. はじめに 

 

高温ガス炉は、燃料に二酸化ウラン等の燃料核をセラミックス材により被覆した被覆燃料

粒子、冷却材にヘリウム、減速材や原子炉内の主な構造材に黒鉛を用いた原子炉であり、これ

ら基本要素の固有の特性を活用することで、優れた安全性を有するのみならず、高温熱供給が

可能であることから、世界的に実用化に向けた機運が高まっている。日本原子力研究開発機構

（以下「原子力機構」という。）では、「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦

略」1)を受けて、大量かつ安価なカーボンフリー水素製造に必要な技術の開発に向け、高温ガ

ス炉と水素製造施設の高い安全性を実現するべく、商用技術が確立されている天然ガス水蒸気

改質法（SR 法）による水素製造施設を世界最高の原子炉出口冷却材温度 950℃を達成した高

温工学試験研究炉（HTTR: High Temperature Engineering Test Reactor）2)に接続し、高温ガス炉

と水素製造施設の接続に必要な機器及びシステム設計技術を確立することを目的とした

HTTR-熱利用試験の実施を計画している 3)。 

高温ガス炉による大量かつ安価なカーボンフリー水素製造技術の実用化には、高温ガス炉

水素製造システムに対し原子炉安全の観点からの十分な安全性を確保することが求められる。

これまで、原子炉施設に水素製造施設を接続した例はなく、HTTR を含め既存の原子炉施設に

おける安全設計ではこのようなシステムを想定していない。一方、多量の高圧ガスを保有する

水素製造施設は、一般産業法規の元の技術基準に基づき建設されることで、想定される高圧ガ

ス災害に対して安全を確保してきた実績がある。また、経済性の観点からも、高温ガス炉に接

続する水素製造施設を一般産業法規の下で建設する「水素製造施設の一般産業施設化」4),5)が、

産業界から望まれている。このような背景を踏まえ、原子力機構は、原子炉施設の安全確保を

大前提としつつ、水素製造施設の接続に係る HTTR 許認可を通じて、水素製造施設への高圧ガ

ス保安法適用を可能とする高温ガス炉の安全設計を確立することを計画している。 

2021 年度は、原子力機構が提示する HTTR-熱利用試験施設の安全設計原案の評価を目的と

して、外部専門家から構成される HTTR-熱利用試験専門委員会を設置し、HTTR-熱利用試験

施設の適用法規や原子炉施設の新規制基準への適合のための設計の考え方の妥当性に関して検

討・審議を行った。 

本報は、今後の HTTR-熱利用試験施設の安全設計への利用を想定し、HTTR-熱利用試験専

門委員会での検討結果を反映した HTTR-熱利用試験施設の安全設計の考え方をとりまとめた。

なお、ここでの安全設計とは、HTTR 設置変更許可申請書添付書類八（試験研究用等原子炉施

設の安全設計に関する説明書）の第 1 章「安全設計」を指しており、一般産業施設の安全設計

を含まない。第 2 章では HTTR-熱利用試験の概要を述べ、第 3 章では HTTR-熱利用試験施設

の安全設計検討方針を示し、第 4章では HTTR-熱利用試験施設の安全設計として、HTTR-熱利

用試験施設の適用法規、安全機能の重要度分類や重要安全施設選定、耐震設計上の重要度分類

の考え方、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 6)（以下

「試験炉設置許可基準規則」という。）への適合のための設計方針の考え方に関する検討結果

及び今後の検討課題を示す。 
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2. HTTR-熱利用試験の概要 

 

2.1 HTTR の概要 

HTTR は、我が国初かつ唯一の高温ガス炉であり、高温ガス炉に関する基盤技術及び核熱利

用に関する基盤技術を確立することを目的に建設された。その基本仕様を Table 1 に示す。原

子炉熱出力は 30MW であり、冷却材にはヘリウムガス、減速材には黒鉛、燃料にはセラミッ

クスの被覆燃料粒子が用いられている。また、HTTR では、原子炉入口冷却材温度 395℃に対

して、原子炉出口冷却材温度が、定格運転時に 850℃、高温試験運転時に 950℃となる。HTTR

の 1 次冷却設備は、1 次加圧水冷却器（PPWC: Primary Pressurized Water Cooler）及び中間熱交

換器（IHX: Intermediate Heat Exchanger）の 2 つの熱交換器を有しており、原子炉熱出力 30 

MW の時、PPWC のみで除熱する単独運転、及び PPWC で 20 MW、IHX で 10MW を除熱する

並列運転の 2 つの運転モードがある。 

 HTTR は、平成 10 年 11 月 10 日に初臨界、平成 13 年 12 月に熱出力 30 MW の定格運転を達

成し、平成 22 年 4 月には原子炉出口冷却材温度 950 ℃での 50 日間連続の並列・高温試験運転

に成功した。さらに平成 22 年 12 月には、高温ガス炉固有の安全性の実証を目的として、原子

炉熱出力 9 MW 時に全ての 1 次系ガス循環機を停止させる試験（炉心流量喪失試験 Run 1）を

実施し 7)、その結果、主に減速材温度の上昇による負の反応度フィードバックが生じることで、

原子炉出力が低下するとともに燃料温度の異常な上昇等もなく、安定な状態になることを確認

した。 

しかし、平成 23 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、国内の他の実用発

電炉や試験研究炉と同様に、HTTR は長期にわたる運転停止を余儀なくされた。その後、原子

力機構は、平成 26 年 11 月に新規制基準適合性確認のための HTTR の設置変更許可を申請し、

令和 2 年 6 月に許可を取得、令和 3 年 7 月には HTTR の運転を再開した。 

運転再開後の令和 4 年 1 月には、HTTR を用いて、高温ガス炉の炉心流量喪失時における安

全性を実証することを目的に、原子炉熱出力 9 MW 時に全てのガス循環機及び原子炉圧力容器

周りに設置される炉容器冷却設備を停止させる試験（炉心冷却喪失試験 Run 3）を実施した 8)。

今後は原子炉熱出力 30 MW 時に全ての 1 次系ガス循環機を停止させる試験（炉心流量喪失試

験 Run 2）を実施する予定である 9)。 

 

2.2 電力水素併産型高温ガス炉システム（GTHTR300C）の概要 

原子力機構は、HTTR の建設・運転を通じて得られた知見を基に、電気出力約 300MW のブ

ロック型高温ガス炉ガスタービン発電システム（GTHTR300）の設計研究、ガスタービン発電

システムに関連する要素技術の研究開発を行ってきた 10)。高温ガス炉を用いた水素製造シス

テムのひとつとして、GTHTR300 をベースに電力水素併産型高温ガス炉システム

（GTHTR300C、以下「実用システム」という。）の設計が進められている 11)。GTHTR300C に

おける原子炉には、水素製造施設に高温のヘリウムガスを供給するための中間熱交換器とガス

タービン発電システムが接続されている。中間熱交換器の 2 次側に接続する水素製造設備は、

一般の化学プラントに適用される規制法規に従って、設計、製作、運転、保守を行う方針であ
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る。 

 

2.3 HTTR-熱利用試験の概要 

原子力機構では、「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を受けて、大量

かつ安価なカーボンフリー水素製造に必要な技術の開発に向け、高温ガス炉と水素製造施設の

高い安全性を実現する接続技術を確立するべく、商用技術が確立されている SR 法による水素

製造施設を HTTR に接続し、高温ガス炉と水素製造施設の接続に必要な機器及びシステム設計

技術を確立することを目的とした HTTR-熱利用試験を計画している。HTTR-熱利用試験施設

の概要を Fig.1 に示す。原子炉から供給された高温の 1 次ヘリウムガスは、中間熱交換器で 2

次ヘリウムガスと熱交換する。昇温された 2 次ヘリウムガスは、高温ヘリウム配管及び高温隔

離弁を通り、原子炉格納容器及び原子炉建家の外部に取り出される。2 次ヘリウムガスは、水

蒸気改質器に熱を供給し、低温となった後、再び配管を通じて中間熱交換器へと戻る。水蒸気

改質器では、SR 法により天然ガス及び水蒸気を原料に水素を製造する。製造された水素は、

その大部分をフレアスタックで燃焼させるため、施設内に滞留しない。 

 HTTR-熱利用試験に向けては、水素製造施設の接続に伴う HTTR 既設設備の改造及び水素製

造施設の新規設置を行うため、HTTR の基本設計及び詳細設計の変更を原子力規制委員会に対

して申請し、許認可を取得する。併せて、茨城県原子力安全協定（原子力施設周辺の安全確保

及び環境保全に関する協定）第 5 条（新増設等に対する事前了解）に基づく新増設等計画書を

茨城県、所在市町村である大洗町、鉾田市に提出し、事前の了解を得る。加えて、HTTR-熱

利用試験では、水素製造施設が高圧ガス設備を有するため、高圧ガス保安法に基づき茨城県の

許可を得る必要がある。HTTR-熱利用試験施設の運転開始までに想定される行政上の手続き

の流れを Fig.2 に示す。 

 

2.4 HTTR-熱利用試験に係る既往研究開発 

 HTTR-熱利用試験に係る主な既往研究開発として、原子力機構は、これまでに水蒸気改質

技術 12)及び高温隔離弁の開発 13),14)を実施している。 

 水蒸気改質技術の開発では、高温ガス炉による SR 法による水素製造に係る要素技術確立を

目的として、ヘリウム熱交換型水蒸気改質器の開発及び電気ヒーターを用いた試験ループであ

る炉外技術開発試験装置による水素製造性能検証がなされた。水蒸気改質器の基本仕様 9)を

Table 2 に示す。炉外技術開発試験装置は、HTTR の 2 次ヘリウム冷却設備に水蒸気改質器を接

続した場合を模擬した条件下で、110Nm3/h の水素製造量を達成し、ヘリウム熱交換型水蒸気

改質器の設計技術を確証するとともに、ヘリウム外部加熱方式の SR 法による水素製造性能を

検証した。HTTR-熱利用試験施設では、ここで開発した触媒管が 1 本のヘリウム熱交換型水蒸

気改質器の構造をベースとして、触媒管を複数本、環状に 2 層以上配列したものを採用予定で

ある。 

高温隔離弁の開発では、約 900℃のヘリウム環境で異常時に原子炉施設と水素製造施設を隔

離可能な高温隔離弁の基盤技術の確立を目的として、高温で耐摩耗性に優れた弁座盛金材の開

発及びモデル試験による性能検証がなされた。開発された高温隔離弁の基本仕様 14)を Table 3

 

 

2. HTTR-熱利用試験の概要 

 

2.1 HTTR の概要 

HTTR は、我が国初かつ唯一の高温ガス炉であり、高温ガス炉に関する基盤技術及び核熱利

用に関する基盤技術を確立することを目的に建設された。その基本仕様を Table 1 に示す。原

子炉熱出力は 30MW であり、冷却材にはヘリウムガス、減速材には黒鉛、燃料にはセラミッ

クスの被覆燃料粒子が用いられている。また、HTTR では、原子炉入口冷却材温度 395℃に対

して、原子炉出口冷却材温度が、定格運転時に 850℃、高温試験運転時に 950℃となる。HTTR

の 1 次冷却設備は、1 次加圧水冷却器（PPWC: Primary Pressurized Water Cooler）及び中間熱交

換器（IHX: Intermediate Heat Exchanger）の 2 つの熱交換器を有しており、原子炉熱出力 30 

MW の時、PPWC のみで除熱する単独運転、及び PPWC で 20 MW、IHX で 10MW を除熱する

並列運転の 2 つの運転モードがある。 

 HTTR は、平成 10 年 11 月 10 日に初臨界、平成 13 年 12 月に熱出力 30 MW の定格運転を達

成し、平成 22 年 4 月には原子炉出口冷却材温度 950 ℃での 50 日間連続の並列・高温試験運転

に成功した。さらに平成 22 年 12 月には、高温ガス炉固有の安全性の実証を目的として、原子

炉熱出力 9 MW 時に全ての 1 次系ガス循環機を停止させる試験（炉心流量喪失試験 Run 1）を

実施し 7)、その結果、主に減速材温度の上昇による負の反応度フィードバックが生じることで、

原子炉出力が低下するとともに燃料温度の異常な上昇等もなく、安定な状態になることを確認

した。 

しかし、平成 23 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、国内の他の実用発

電炉や試験研究炉と同様に、HTTR は長期にわたる運転停止を余儀なくされた。その後、原子

力機構は、平成 26 年 11 月に新規制基準適合性確認のための HTTR の設置変更許可を申請し、

令和 2 年 6 月に許可を取得、令和 3 年 7 月には HTTR の運転を再開した。 

運転再開後の令和 4 年 1 月には、HTTR を用いて、高温ガス炉の炉心流量喪失時における安

全性を実証することを目的に、原子炉熱出力 9 MW 時に全てのガス循環機及び原子炉圧力容器

周りに設置される炉容器冷却設備を停止させる試験（炉心冷却喪失試験 Run 3）を実施した 8)。

今後は原子炉熱出力 30 MW 時に全ての 1 次系ガス循環機を停止させる試験（炉心流量喪失試

験 Run 2）を実施する予定である 9)。 

 

2.2 電力水素併産型高温ガス炉システム（GTHTR300C）の概要 

原子力機構は、HTTR の建設・運転を通じて得られた知見を基に、電気出力約 300MW のブ

ロック型高温ガス炉ガスタービン発電システム（GTHTR300）の設計研究、ガスタービン発電

システムに関連する要素技術の研究開発を行ってきた 10)。高温ガス炉を用いた水素製造シス

テムのひとつとして、GTHTR300 をベースに電力水素併産型高温ガス炉システム

（GTHTR300C、以下「実用システム」という。）の設計が進められている 11)。GTHTR300C に

おける原子炉には、水素製造施設に高温のヘリウムガスを供給するための中間熱交換器とガス

タービン発電システムが接続されている。中間熱交換器の 2 次側に接続する水素製造設備は、

一般の化学プラントに適用される規制法規に従って、設計、製作、運転、保守を行う方針であ
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に示す。高温隔離弁の構造には、単純でシート弁に熱歪みが生じにくい内部断熱型アングル弁

を採用した。作動流体はヘリウムガスであり、使用温度は 905℃、使用圧力は 4.1 MPa である。

また、弁座内径は、100 mm である。本研究では、高温で耐摩耗性に優れる弁座盛金材料とし

て、ステライト複合材を新たに開発した上で、弁座からのヘリウム漏えい量が目標値を満足す

ることを確認し、HTTR-熱利用試験施設の 2 次ヘリウム冷却設備における温度や圧力条件で高

温隔離弁を使用できる目処が得られた。HTTR-熱利用試験施設では、ここで開発した高温隔

離弁の構造をベースとしたものを採用予定である。 

 

2.5 HTTR-熱利用試験施設の特徴 

本節は、既設 HTTR における原子炉冷却系統や主要機器、計測制御系統施設等の設備構成、

HTTR-熱利用試験施設の設備構成及び施設変更点をまとめる。 

 

(1) 既設 HTTR の設備構成 

HTTRにおける原子炉冷却系統施設は、主に原子炉、1次冷却設備、2次ヘリウム冷却設備、

補助冷却設備、炉容器冷却設備から構成される。HTTR の原子炉冷却系統施設の設備構成を

Fig.3 に示す。 

 1 次冷却設備は、1 次冷却材を循環させて炉心を冷却する設備であり、原子炉圧力容器、1次

ヘリウム循環機、中間熱交換器、1 次加圧水冷却器、1 次ヘリウム配管、弁類等から構成し、

原子炉格納容器内に設置する。炉心で加熱された 1 次冷却材は、原子炉圧力容器に接続する二

重管の内管を通って 1 次加圧水冷却器あるいは中間熱交換器に送られ、加圧水あるいは 2 次冷

却材であるヘリウムガスと熱交換して低温になり、各 1 次ヘリウム循環機で昇圧された後、二

重管の内管と外管との間の環状部を通って原子炉圧力容器に環流する。1 次冷却設備は、中間

熱交換器で約 10MW 及び 1 次加圧水冷却器で約 20MW の除熱を行う並列運転、又は 1 次加圧

水冷却器で約 30MW の除熱を行う単独運転のいずれかの方法で運転する。並列運転と単独運

転の運転方法の変更は、原子炉を停止して行う。1 次冷却設備は、補助ヘリウム冷却系及び関

連する原子炉補助施設の配管等との接続部を含めて原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する。 

 2 次ヘリウム冷却設備は、並列運転時に運転し、2 次冷却材（ヘリウムガス）を循環させて

1 次冷却材を冷却する設備であり、2 次ヘリウム循環機、2 次加圧水冷却器、2 次ヘリウム配管、

弁類等から構成し、原子炉格納容器内に設置する。中間熱交換器で加熱された 2 次冷却材は、

中間熱交換器に接続する二重管の内管を通って 2 次加圧水冷却器に送られ、加圧水と熱交換し

て低温になり、2 次ヘリウム循環機で昇圧された後、内管と外管の間の環状部を通り、中間熱

交換器に環流する。中間熱交換器における 2 次冷却材の圧力は、1 次冷却材の 2 次冷却材（ヘ

リウムガス）中への侵入を防止するため、1 次冷却材の圧力よりも高くなるよう制御する。 

 補助冷却設備は、1 次冷却設備、2 次ヘリウム冷却設備及び加圧水冷却設備の冷却能力喪失

等の運転時の異常な過渡変化に伴う原子炉スクラム時及び設計基準事故時等において、強制循

環による炉心の冷却が可能な場合に、炉心からの核分裂生成物の崩壊熱及び他の残留熱を除去

するための設備である。補助冷却設備は、1 次冷却材が循環する補助ヘリウム冷却系及び 1 次

冷却材の除熱を行う補助冷却水系から構成する。補助ヘリウム冷却系は、補助冷却器、補助ヘ
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リウム循環機、配管、弁類等から構成し、補助冷却水系は、補助冷却水空気冷却器、補助冷却

水循環ポンプ、補助冷却水加圧器、配管、弁類等から構成する。通常運転時には、補助冷却設

備起動時の急激な温度上昇と熱衝撃を緩和するため、少量の 1 次冷却材を原子炉から補助冷却

器に導く。補助冷却器で補助冷却水により冷却された 1 次冷却材は、1 次ヘリウム純化設備に

導かれ、不純物を除去した後、1 次ヘリウム純化設備のガス循環機により補助冷却器を経て原

子炉に環流する。運転時の異常な過渡変化に伴う原子炉スクラム時及び設計基準事故時には、

補助冷却設備起動信号により、補助ヘリウム循環機、補助冷却水空気冷却器のファン等が起動

し、原子炉を冷却する。 

炉容器冷却設備は、強制循環による炉心の冷却が期待できない減圧事故及び 1 次冷却設備の

二重管内管破損事故時等に、原子炉圧力容器、炉内構造物、炉心構成要素等の健全性を維持し、

燃料に過大な損傷を生じさせないように、炉心からの核分裂生成物の崩壊熱及び他の残留熱を

除去するために設けるものであり、水冷管パネル、循環ポンプ等から構成する。水冷管パネル

は、原子炉圧力容器を取り囲む 1 次遮へい体等の表面に設け、ふく射及び自然対流によって、

原子炉圧力容器の外面から間接的に炉心を冷却する。炉容器冷却設備は、原子炉の通常運転時

において、原子炉圧力容器を取り囲む 1 次遮へい体のコンクリートを冷却するために稼働して

おり、設計基準事故が発生した場合には継続して運転する。 

HTTR における計測制御系統施設は、原子炉計装及びプロセス計装、原子炉制御設備、原子

炉保護設備、工学的安全施設作動設備、制御室から構成される。原子炉計装及びプロセス計装

は原子炉保護系や原子炉の運転制御及び保護動作に必要な情報を得るための計装施設である。

原子炉制御設備は、原子炉出力、原子炉出口冷却材温度等を制御し、原子炉施設の主要なパラ

メータが安定な応答をするように設ける制御系、誤操作の防止や異常の拡大防止のためのイン

ターロック回路等からなる。原子炉保護設備は、異常状態を検知し、異常又は故障の程度によ

っては原子炉スクラム信号を発生し、制御棒を炉心に挿入させることにより原子炉を自動停止

する役割を有する。工学的安全施設作動設備は、設計基準事故の拡大を防止あるいは環境への

放射性物質の放出を抑制するための設備を作動させる。 

 

(2) HTTR-熱利用試験施設の設備構成 

HTTR-熱利用試験施設の設備構成を Fig.4 に示す。HTTR に対する水素製造施設の接続に伴

い、既設の中間熱交換器上部に位置する 2 次ヘリウム配管分岐を改修し、2 次ヘリウム配管を

改修部から原子炉格納容器外、原子炉建家外へ引き出す計画である。2 次ヘリウム冷却設備に

は、新たに水蒸気改質器、蒸気過熱器、蒸気発生器、ヘリウム冷却器、隔離弁、ヘリウム循環
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界について、複数のケースを検討しており、その議論については 4.3 を参照されたい。 

 

 

に示す。高温隔離弁の構造には、単純でシート弁に熱歪みが生じにくい内部断熱型アングル弁

を採用した。作動流体はヘリウムガスであり、使用温度は 905℃、使用圧力は 4.1 MPa である。

また、弁座内径は、100 mm である。本研究では、高温で耐摩耗性に優れる弁座盛金材料とし

て、ステライト複合材を新たに開発した上で、弁座からのヘリウム漏えい量が目標値を満足す

ることを確認し、HTTR-熱利用試験施設の 2 次ヘリウム冷却設備における温度や圧力条件で高

温隔離弁を使用できる目処が得られた。HTTR-熱利用試験施設では、ここで開発した高温隔

離弁の構造をベースとしたものを採用予定である。 

 

2.5 HTTR-熱利用試験施設の特徴 

本節は、既設 HTTR における原子炉冷却系統や主要機器、計測制御系統施設等の設備構成、

HTTR-熱利用試験施設の設備構成及び施設変更点をまとめる。 

 

(1) 既設 HTTR の設備構成 

HTTRにおける原子炉冷却系統施設は、主に原子炉、1次冷却設備、2次ヘリウム冷却設備、

補助冷却設備、炉容器冷却設備から構成される。HTTR の原子炉冷却系統施設の設備構成を

Fig.3 に示す。 

 1 次冷却設備は、1 次冷却材を循環させて炉心を冷却する設備であり、原子炉圧力容器、1次

ヘリウム循環機、中間熱交換器、1 次加圧水冷却器、1 次ヘリウム配管、弁類等から構成し、

原子炉格納容器内に設置する。炉心で加熱された 1 次冷却材は、原子炉圧力容器に接続する二

重管の内管を通って 1 次加圧水冷却器あるいは中間熱交換器に送られ、加圧水あるいは 2 次冷

却材であるヘリウムガスと熱交換して低温になり、各 1 次ヘリウム循環機で昇圧された後、二

重管の内管と外管との間の環状部を通って原子炉圧力容器に環流する。1 次冷却設備は、中間

熱交換器で約 10MW 及び 1 次加圧水冷却器で約 20MW の除熱を行う並列運転、又は 1 次加圧

水冷却器で約 30MW の除熱を行う単独運転のいずれかの方法で運転する。並列運転と単独運

転の運転方法の変更は、原子炉を停止して行う。1 次冷却設備は、補助ヘリウム冷却系及び関

連する原子炉補助施設の配管等との接続部を含めて原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する。 

 2 次ヘリウム冷却設備は、並列運転時に運転し、2 次冷却材（ヘリウムガス）を循環させて

1 次冷却材を冷却する設備であり、2 次ヘリウム循環機、2 次加圧水冷却器、2 次ヘリウム配管、

弁類等から構成し、原子炉格納容器内に設置する。中間熱交換器で加熱された 2 次冷却材は、

中間熱交換器に接続する二重管の内管を通って 2 次加圧水冷却器に送られ、加圧水と熱交換し

て低温になり、2 次ヘリウム循環機で昇圧された後、内管と外管の間の環状部を通り、中間熱

交換器に環流する。中間熱交換器における 2 次冷却材の圧力は、1 次冷却材の 2 次冷却材（ヘ

リウムガス）中への侵入を防止するため、1 次冷却材の圧力よりも高くなるよう制御する。 

 補助冷却設備は、1 次冷却設備、2 次ヘリウム冷却設備及び加圧水冷却設備の冷却能力喪失

等の運転時の異常な過渡変化に伴う原子炉スクラム時及び設計基準事故時等において、強制循

環による炉心の冷却が可能な場合に、炉心からの核分裂生成物の崩壊熱及び他の残留熱を除去

するための設備である。補助冷却設備は、1 次冷却材が循環する補助ヘリウム冷却系及び 1 次

冷却材の除熱を行う補助冷却水系から構成する。補助ヘリウム冷却系は、補助冷却器、補助ヘ
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水蒸気改質器は、2 次ヘリウムを熱源として原料ガスを水蒸気改質することで生成ガスであ

る水素を発生させる、ヘリウム熱交換型の化学反応器である。ヘリウムと生成ガスは、触媒管

を介して熱交換する。触媒管の形状には、旧原研での開発実績を踏まえ、熱膨張吸収が容易で、

改質反応後の生成ガスの熱の有効利用が可能であることから、バイヨネット型を採用する。炉

外技術開発試験装置から、触媒管を 7 本に、交換熱量を 0.96MW 程度に増大させる予定であ

る。 

蒸気発生器は、2 次ヘリウム冷却設備に設置される機器で、水素製造施設通常運転時は 2 次

ヘリウムを熱源として蒸気過熱器へ所定の水蒸気を供給する機能を担う。また、水素製造施設

異常時は、蒸気発生器出口の弁を閉止し、蒸気過熱器への水蒸気供給を停止し、2 次ヘリウム

冷却設備の通常除熱機能を担う。蒸気発生器は、水素製造施設通常運転時、異常時ともに、蒸

気発生器の圧力を一定に維持することで保有水温度が一定に維持されるため、蒸気発生器出口

でのヘリウム温度が一定に維持される。 

隔離弁は、原子炉格納容器及び原子炉建家を貫通する 2 次ヘリウム冷却設備に、原子炉格納

容器隔離弁及び原子炉建家隔離弁として設置する。隔離弁は、高温環境で使用されることから、

弁箱の設計温度を低減するため、内部断熱方式の弁を採用する。また、隔離弁は、弁箱内部構

造をシンプルとしつつ、シート面に熱歪が生じにくい構造とするため、アングル弁を採用する。

過去の開発成果を踏まえ、弁体の着座時の急激な衝撃を避ける観点から、締め切り速度を調整

できる電動式の駆動機構を採用する。隔離弁は、事故時の原子炉格納容器及び原子炉建家の隔

離機能を有する。具体的には、原子炉格納容器隔離弁は、事故時に格納容器隔離信号により閉

止し、放射性物質の外部への放散を抑制する。また、原子炉建家隔離弁は、水蒸気改質器の触

媒管破損検出により閉止し、事故時の可燃性ガスの水素製造施設から原子炉施設への移流拡散

を抑制する。 

水素製造施設は、液化天然ガスを気化させ、水蒸気改質器に供給する原料ガス供給設備、

水蒸気改質器への水蒸気の供給や蒸気発生器への水の供給を担う水蒸気供給設備、水蒸気改質

器で生成された水素を燃焼処理する後処理設備、水素製造施設の起動停止時に、水蒸気改質器

内に不活性の窒素ガスを供給する不活性ガス供給設備で構成する。 
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Table 1 HTTR の基本仕様 
原子炉熱出力 30 MW 
冷却材 ヘリウムガス 
減速材 黒鉛 
燃料 被覆燃料粒子 
燃料体方式 ブロック型 
原子炉入口冷却材温度 395 ℃ 
原子炉出口冷却材温度 定格運転：850 ℃ / 高温試験運転：950 ℃ 
1 次冷却材圧力 4.0 MPa 

 

 

Table 2 炉外技術開発試験装置の基本仕様 
ヘリウムガス側  
 水蒸気改質器圧力 4.0 MPa 
 水蒸気改質器入口温度 880 ℃ 
 水蒸気改質器出口温度 650 ℃ 
プロセスガス側  
 水蒸気改質器入口圧力 4.3 MPa 
 水蒸気改質器入口温度 450 ℃ 
 水蒸気改質器出口温度 600 ℃ 
 蒸気炭素比 3.5 
 1 時間当たりの水素製造量 110 Nm3/h 

 

 

Table 3 高温隔離弁の基本仕様  
型式 内部断熱式アングル弁 
作動流体 ヘリウムガス 
使用温度 905 ℃ 
使用圧力 4.1 MPa 
弁座内径 100 mm 
弁座盛金材料 ステライト複合材 
目標ヘリウム漏えい量 4.4 cm3/s 以下 

 

 

 

 

水蒸気改質器は、2 次ヘリウムを熱源として原料ガスを水蒸気改質することで生成ガスであ

る水素を発生させる、ヘリウム熱交換型の化学反応器である。ヘリウムと生成ガスは、触媒管

を介して熱交換する。触媒管の形状には、旧原研での開発実績を踏まえ、熱膨張吸収が容易で、

改質反応後の生成ガスの熱の有効利用が可能であることから、バイヨネット型を採用する。炉

外技術開発試験装置から、触媒管を 7 本に、交換熱量を 0.96MW 程度に増大させる予定であ

る。 

蒸気発生器は、2 次ヘリウム冷却設備に設置される機器で、水素製造施設通常運転時は 2 次

ヘリウムを熱源として蒸気過熱器へ所定の水蒸気を供給する機能を担う。また、水素製造施設

異常時は、蒸気発生器出口の弁を閉止し、蒸気過熱器への水蒸気供給を停止し、2 次ヘリウム

冷却設備の通常除熱機能を担う。蒸気発生器は、水素製造施設通常運転時、異常時ともに、蒸

気発生器の圧力を一定に維持することで保有水温度が一定に維持されるため、蒸気発生器出口

でのヘリウム温度が一定に維持される。 

隔離弁は、原子炉格納容器及び原子炉建家を貫通する 2 次ヘリウム冷却設備に、原子炉格納

容器隔離弁及び原子炉建家隔離弁として設置する。隔離弁は、高温環境で使用されることから、

弁箱の設計温度を低減するため、内部断熱方式の弁を採用する。また、隔離弁は、弁箱内部構

造をシンプルとしつつ、シート面に熱歪が生じにくい構造とするため、アングル弁を採用する。

過去の開発成果を踏まえ、弁体の着座時の急激な衝撃を避ける観点から、締め切り速度を調整

できる電動式の駆動機構を採用する。隔離弁は、事故時の原子炉格納容器及び原子炉建家の隔

離機能を有する。具体的には、原子炉格納容器隔離弁は、事故時に格納容器隔離信号により閉

止し、放射性物質の外部への放散を抑制する。また、原子炉建家隔離弁は、水蒸気改質器の触

媒管破損検出により閉止し、事故時の可燃性ガスの水素製造施設から原子炉施設への移流拡散

を抑制する。 

水素製造施設は、液化天然ガスを気化させ、水蒸気改質器に供給する原料ガス供給設備、

水蒸気改質器への水蒸気の供給や蒸気発生器への水の供給を担う水蒸気供給設備、水蒸気改質

器で生成された水素を燃焼処理する後処理設備、水素製造施設の起動停止時に、水蒸気改質器

内に不活性の窒素ガスを供給する不活性ガス供給設備で構成する。 
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Fig.1 HTTR-熱利用試験施設の鳥瞰図 

 

 

 
Fig.2 HTTR-熱利用試験施設の運転開始までに想定される行政手続きの流れ 
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Fig.3 原子炉冷却系統施設の設備構成 

 

 

 

Fig.1 HTTR-熱利用試験施設の鳥瞰図 

 

 

 
Fig.2 HTTR-熱利用試験施設の運転開始までに想定される行政手続きの流れ 
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3. HTTR-熱利用試験施設の安全設計検討方針 

 

3.1 安全設計の対象 

 本検討における安全設計の対象は、HTTR-熱利用試験施設における、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律 15)（以下「原子炉等規制法」という。）を適用する範囲と

する。すなわち、HTTR-熱利用試験施設における原子炉等規制法適用範囲外に対する安全設

計は、検討対象外とする。 

 

3.2 基本方針 

第一に、水素製造施設を HTTR に接続することによって、原子炉施設の安全性が阻害される

ことがあってはならない。すなわち、HTTR-熱利用試験施設の安全設計では、水素製造施設

の如何なる異常も原子炉施設の安全に影響を与えないよう設計する。具体的には、水素製造施

設は異常時に熱的又は物理的に原子炉施設から隔離しつつ、原子炉施設は安定した運転の継続

を図る方針とする。また、水素製造施設の異常は外的事象として原子炉施設への影響評価を行

い、原子炉施設の安全性に影響を与えないことを確認する方針とする。 

第二に、多量の高圧ガスを扱う水素製造施設は、一般産業法規の元の技術基準を満足する

ように建設されることで、想定される高圧ガス災害に対する公衆安全を確保してきた実績があ

る。また水素製造施設は、経済性の観点から一般産業施設に適用される法規の下で設計、建設

及び運転されることが、産業界から望まれている。そこで、水素製造施設には、原子炉等規制

法ではなく、一般産業法である高圧ガス保安法の適用を図る方針とする。 

最後に、HTTR-熱利用試験施設の安全設計は、既に許可を受けている HTTR 設置変更許可申

請書 16)の添付書類八「安全設計」を基本に、HTTR に対する水素製造施設の接続に伴う施設の

変更点や安全設計で新たに考慮すべき事象に対応した記載の見直しを行う方針とする。 

 

3.3 原子炉施設と水素製造施設に適用すべき法規の考え方 

HTTR-熱利用試験施設の水素製造施設は、原子炉施設である HTTR に配管で接続され、原子

炉から供給される高温熱を利用して、天然ガスの水蒸気改質法により水素ガスを製造する施設

である。水素製造施設は、水素製造施設での異常に起因する災害に対する公共の安全確保のた

め、適切な法律やその下の技術基準に従って、設計、建設、運転及び管理が行われなければな

らない。 

HTTR-熱利用試験における原子炉施設は、原子炉の運転管理、安全確保に必要な設備等を

有するため、既存の HTTR と同様に原子炉等規制法の下の技術基準が適用されなければならな

い。水素製造施設は、液化天然ガスの貯蔵、製造及び消費、１MPa 以上の高圧の天然ガスや

水素の製造及び消費等を行う施設である。水素や天然ガスの主成分であるメタンが空気と混合

した場合の爆発限界濃度の下限値は、それぞれ 4.0%17)及び 5.0%17)であり、10%以下であるこ

とから、一般高圧ガス保安規則において、可燃性ガスとして規定される 18)。また水蒸気改質

反応の副生成物である一酸化炭素は、一般高圧ガス保安規則において、毒性ガスと明示的に定

義されている。更に、天然ガス中に微量含まれる可能性があり、常温で気体のn-ブタンは、毒  
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性が低く、高圧ガス保安法や毒物及び劇物取締法で有毒物質として定義されていないものの、

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（GHS） 分類ガイダンス 19)に基づく特定標

的臓器毒性（反復ばく露）物質の有害性区分は区分 1 とされており、ヒトに対して重大な毒性

を持つ可能性がある物質とされる有毒物質である。 

水素製造施設は、可燃性物質や有毒ガスを含む高圧ガスを取扱うため、水素製造施設に対

して適用すべき法律の候補として、高圧ガス保安法が考えられる。一方で、高圧ガス保安法の

第三条の七には、原子炉施設及びその附属施設内における高圧ガスに対する適用除外規定が存

在する 20)。従って、水素製造施設を原子炉施設の附属施設と見なす場合、水素製造施設には

高圧ガス保安法ではなく、原子炉等規制法を適用しなければならない。 

しかし、原子炉等規制法は、原子炉施設に対する附属施設の適用範囲を定義しておらず、

原子炉施設に接続された水素製造施設に対して適用すべき法規が明確ではない。そこで、

HTTR-熱利用試験では、安全確保の観点で新たに考慮すべき、水素製造施設での異常に起因

する事象とその影響を整理し、法規の目的と公共の安全確保に関する安全要件の観点から、水

素製造施設に適用すべき法規を検討する。 

 

3.4 原子炉施設と水素製造施設（一般産業施設）との境界の考え方 
HTTR-熱利用試験施設の水素製造施設に高圧ガス保安法を適用し、それ以外の原子炉施設

には原子炉等規制法を適用する場合、原子炉施設と水素製造施設の境界を定める必要がある。

そこで、既に多数の実績を有している実用発電原子炉の蒸気タービンに対する火力発電所の技

術基準の準用範囲の考え方を参考に、原子炉施設と水素製造施設の境界の考え方を検討する。 

実用発電用原子炉は、原則として原子炉等規制法下の技術基準である「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則 21)」の適用が求められる。一方、同規則は、実用

発電用原子炉の蒸気タービンに、火力発電所の技術基準の準用を要求している。同規則解釈は、

加圧水型軽水炉及び沸騰水型軽水炉に対する火力発電所の技術基準の準用範囲を例示している。

当該例示によると、いずれの場合も、火力発電所の技術基準と原子炉等規制法の元の技術基準

の適用範囲の境界は、弁に設けられている。 
従って、HTTR-熱利用試験施設における原子炉施設と水素製造施設の境界は、弁に設定す

る。 
 

3.5 安全設計で考慮すべき変更点 

(1) 施設の変更点 

HTTR-熱利用試験施設において、水素製造施設の接続に伴う構築物、系統及び機器の重要

な変更点は、以下の通りである。まず、HTTR-熱利用試験施設では、2 次ヘリウム冷却設備配

管を原子炉建家の外部まで引き出す。異常時の原子炉格納容器及び原子炉建屋の隔離のため、

原子炉格納容器隔離弁及び原子炉建家隔離弁を、2 次ヘリウム冷却設備配管に設置する。2 次

ヘリウム冷却設備は、HTTR において安全機能である「2 次冷却系の通常時冷却」機能を有す

るが、HTTR-熱利用試験施設では、新たに設置する水蒸気改質器、蒸気過熱器、蒸気発生器

及びヘリウム冷却器が、通常運転時の 2 次ヘリウム冷却設備全体の除熱量 10MW のうち約
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2MW を担うこととなる。また、HTTR に接続される SR 法による水素製造施設や水蒸気改質器

は、水素製造の原料や反応生成物に含まれる可燃性ガスや有毒ガスを内包している。中間熱交

換器を出て、水蒸気改質器に供給されるヘリウムガスの温度低下を低減するため、可燃性ガス

や有毒ガスを内包する水素製造施設や水蒸気改質器は原子炉建家の近傍に設置する。 

 

(2) 安全設計で新たに考慮すべき事象 

原子炉施設の安全設計では、内的事象と外的事象を考慮する必要がある。更に外的事象は、

施設内で発生する事故の誘因となる事象である内部ハザード及び施設外で発生する事故の誘因

となる事象である外部ハザードに分類される。代表的な内的事象は、機器のランダム故障、人

的過誤、商用電源喪失等に起因する事象である。代表的な内部ハザードは、内部火災や内部溢

水、内部飛来物に起因する事象である。外部ハザードは、自然現象や外部人為事象に起因する

事象である。 

HTTR-熱利用試験施設の安全設計で新たに考慮すべき事象は以下の手順で摘出する。なお、

水素製造施設は原子炉等規制法の適用範囲外のため、水素製造施設の異常が原子炉施設に与え

る影響は、外部ハザードの外部人為事象として考慮する。 

 

1) 内的事象 

① HTTR の運転時の異常な過渡変化（AOO）及び設計基準事故（DBA）の判断基準に対応

する評価項目を頂上事象に、マスターロジックダイアグラム（Master Logic Diagram: 

MLD）により各項目に影響を与える要因を摘出分析し、異常事象を整理する。 

② 原子炉施設を対象とした故障モード影響分析（Failure Mode and Effect Analysis: FMEA）

により、各設備の機器の故障を仮定して、炉心及び原子炉冷却系に与える影響を整理し、

起因事象を摘出する。 

③ 異常事象と機器故障モードの対応を整理し、判断基準に対応する評価項目に影響を与え

る起因事象を同定する。 

④ HTTR の異常事象と本検討で摘出された異常事象を比較し、新たに考慮すべき事象を同

定する。 

 

2) 外的事象 

a) 内部ハザード、外部人為事象（水素製造施設の異常に分類されるもの） 

① 水素製造施設及び水蒸気改質器を対象とした FMEA により、各設備の機器の故障を仮定

して、原子炉施設の運転に与える影響を整理し、起因事象を摘出する。 

② HTTR の異常事象と本検討で摘出された異常事象を比較し、新たに考慮すべき事象を同

定する。 

 

b) 自然現象、外部人為事象（試験炉設置許可基準規則解釈で規定されている外部ハザード） 

① 設置許可基準規則解釈で規定されている想定すべき自然現象及び外部人為事象に関して、

水素製造施設の接続に伴う外部ハザードに対する安全要件への適合のための設計方針や
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加圧水型軽水炉及び沸騰水型軽水炉に対する火力発電所の技術基準の準用範囲を例示している。

当該例示によると、いずれの場合も、火力発電所の技術基準と原子炉等規制法の元の技術基準

の適用範囲の境界は、弁に設けられている。 
従って、HTTR-熱利用試験施設における原子炉施設と水素製造施設の境界は、弁に設定す

る。 
 

3.5 安全設計で考慮すべき変更点 

(1) 施設の変更点 

HTTR-熱利用試験施設において、水素製造施設の接続に伴う構築物、系統及び機器の重要

な変更点は、以下の通りである。まず、HTTR-熱利用試験施設では、2 次ヘリウム冷却設備配

管を原子炉建家の外部まで引き出す。異常時の原子炉格納容器及び原子炉建屋の隔離のため、

原子炉格納容器隔離弁及び原子炉建家隔離弁を、2 次ヘリウム冷却設備配管に設置する。2 次

ヘリウム冷却設備は、HTTR において安全機能である「2 次冷却系の通常時冷却」機能を有す

るが、HTTR-熱利用試験施設では、新たに設置する水蒸気改質器、蒸気過熱器、蒸気発生器

及びヘリウム冷却器が、通常運転時の 2 次ヘリウム冷却設備全体の除熱量 10MW のうち約
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影響評価条件の変更点を分析する。 

② 上記変更点に基づき安全設計で新たに考慮すべき外部ハザードを同定する。 

 

また、HTTR-熱利用試験施設の安全設計で新たに考慮すべき事象は、化学プラントを含む類

似施設での事故事例を分析し、これまで得られている知見に照らし合わせることで、漏れがな

いことを確認する。 

 

HTTR-熱利用試験施設の安全設計で新たに考慮すべき事象は、上記手順に従い、HTTR 及び

炉外技術開発試験装置の設備構成や設計情報を参考としつつ、現状施設からの変更点に着目す

ることで摘出される。FMEA により、既設改修部を有する 2 次ヘリウム冷却設備、水蒸気供給

設備、原料ガス供給設備、不活性ガス供給設備、後処理設備で想定される故障の故障モードや

その要因、当該故障が原子炉施設または水素製造施設に与える影響を整理した結果を、Table 

4 から Table 8 に示す。なお、既設改修部や水素製造施設の系統構成は炉外技術開発試験装置

の系統構成を参考とした。 

2 次ヘリウム冷却設備では、水蒸気改質器で想定される触媒管の漏えい、破損に伴う可燃性

ガスの 2 次ヘリウムへの侵入や蒸気発生器伝熱管の漏えい、破損に伴う 2 次ヘリウムへの水侵

入が原子炉施設に与える新たな影響として同定された。2 次ヘリウム冷却設備で想定される他

の故障が原子炉施設に与える影響には、2 次ヘリウム流量や 2 次ヘリウム温度の変動等が摘出

された。また、水蒸気供給設備では、放熱器伝熱管の漏えい及び破損により、水素製造施設異

常時の受動的冷却時における蒸気発生器水位低下として水素製造施設に影響を与える。また安

全弁の誤開は、蒸気発生器給水流量及び蒸気過熱器水蒸気流量の減少、水蒸気供給設備圧力低

下を引き起こし、原子炉施設に対する影響として、2 次ヘリウム冷却設備の除熱変動や 2 次ヘ

リウム配管バウンダリ荷重増大が摘出された。次に原料ガス供給設備での機器故障が原子炉施

設に新たに与える影響には、原料ガス加温器の伝熱管からの漏えいに伴う水蒸気改質器供給原

料ガス流量減少、原料ガス供給設備圧力減少等によって生じる 2 次ヘリウム冷却設備の除熱変

動及び 2 次ヘリウム配管バウンダリ荷重増大が摘出された。また原料ガス供給設備配管の破損

による影響には、可燃性ガスであるメタンや有毒ガスであるブタンの環境への漏えいが抽出さ

れるとともに、原子炉施設への影響として、2 次ヘリウム配管バウンダリ荷重増大が摘出され

た。不活性ガス供給設備での機器故障が原子炉施設に与える影響には、制御系の異常等による

窒素ガス供給ライン遮断弁の誤開等が原料ガス供給設備の窒素ガス流量を増大または減少させ

ることで生じる 2 次ヘリウム冷却設備の除熱変動が摘出された。最後に後処理設備での機器故

障が原子炉施設に新たに与える影響として、触媒粉塵用フィルタでの容器の漏えいや破損に伴

う可燃性ガス及び有毒ガスの漏えい、安全弁の誤開に伴う 2 次ヘリウム冷却設備の除熱変動や

2 次ヘリウムバウンダリの荷重増大が摘出された。 

安全設計で新たに考慮すべき外部ハザードを同定するため、外部ハザードに係る安全要件

への適合のための設計方針や影響評価条件の変更点を分析した結果を Table 9 に示す。安全設

計で新たに考慮すべき外部ハザードとして、自然現象では、竜巻及び森林火災が同定された。

竜巻に関しては、水素製造施設の機器が設計飛来物となることが想定されることから、HTTR
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から設計飛来物が変更となる可能性がある。森林火災に関しては、森林火災起因の水素製造施

設の火災の考慮が必要である。安全設計で新たに考慮すべき外部ハザードの内、外部人為事象

に関しては、航空機落下、近隣工場の火災、有毒ガスに係る事象が同定された。航空機落下に

関しては、航空機落下の標的面積増大による航空機落下確率の上昇を考慮する必要がある。ま

た、近隣工場の火災に関しては、水素製造施設の設置により水素製造施設の異常に起因する火

災や爆発に対する影響や、航空機落下による燃料火災に起因する水素製造施設の火災の考慮が

必要である。有毒ガスに関しては、水素製造施設の設置により敷地内を発生源とした有毒ガス

の影響を考慮する必要がある。 

以上より、HTTR-熱利用試験施設の水素製造施設に対して高圧ガス保安法を適用する場合、

同定された HTTR-熱利用試験施設の安全設計で新たに考慮すべき事象を以下に示す。 

 

1) 内的事象 

 2 次ヘリウム冷却設備への水または蒸気の侵入 

2) 外的事象 

a) 内部ハザード 

 可燃性ガスの 2 次ヘリウムへの侵入 

b) 外部ハザード 

① 自然現象 

 竜巻による飛来物となった水素製造施設の機器の原子炉建家への衝突 

 森林火災と水素製造施設火災の重畳 

② 外部人為事象 

 落下した航空機燃料火災と水素製造施設火災の重畳 

 水素製造施設から漏えいした可燃性物質の火災爆発 

 水素製造施設から漏えいした有毒ガスによる運転員被毒 

 水素製造施設の異常に起因する 2 次ヘリウム冷却設備の除熱減少 

 水素製造施設の異常に起因する 2 次ヘリウム冷却設備の除熱増大 

 水素製造施設の異常に起因する 2 次ヘリウムバウンダリの荷重増大 

 

次に、産業技術総合研究所と科学技術振興機構が共同で開発したリレーショナル化学災害

データベース（RISCAD）を対象に、水素製造施設との関連が深いと考えられる反応容器及

び付属機器、貯槽・ボンベ、配管及び加熱冷却装置に関連する事故の内容及び原因を調査し

た結果 22)を参考に、同定された HTTR-熱利用試験施設の安全設計で考慮すべき事象に漏れ

がないことを確認した。 

1949 年から 2003 年に国内外で発生した事故 4299 件を対象に調査を行った結果、HTTR-熱

利用試験に関連が深いと考えられる事故事例には、溶接部やフランジ部ガスケットの経年劣

化や腐食による可燃性物質の漏えい、静電気や摩擦熱による可燃性物質の引火、可燃性物質

の火災及び爆発等が導出された。水素製造施設から漏洩した可燃性物質の火災爆発は、

HTTR-熱利用試験施設の安全設計で考慮すべき事象の内、外部ハザードとして既に同定され

 

 

影響評価条件の変更点を分析する。 

② 上記変更点に基づき安全設計で新たに考慮すべき外部ハザードを同定する。 

 

また、HTTR-熱利用試験施設の安全設計で新たに考慮すべき事象は、化学プラントを含む類

似施設での事故事例を分析し、これまで得られている知見に照らし合わせることで、漏れがな

いことを確認する。 

 

HTTR-熱利用試験施設の安全設計で新たに考慮すべき事象は、上記手順に従い、HTTR 及び

炉外技術開発試験装置の設備構成や設計情報を参考としつつ、現状施設からの変更点に着目す

ることで摘出される。FMEA により、既設改修部を有する 2 次ヘリウム冷却設備、水蒸気供給

設備、原料ガス供給設備、不活性ガス供給設備、後処理設備で想定される故障の故障モードや

その要因、当該故障が原子炉施設または水素製造施設に与える影響を整理した結果を、Table 

4 から Table 8 に示す。なお、既設改修部や水素製造施設の系統構成は炉外技術開発試験装置

の系統構成を参考とした。 

2 次ヘリウム冷却設備では、水蒸気改質器で想定される触媒管の漏えい、破損に伴う可燃性

ガスの 2 次ヘリウムへの侵入や蒸気発生器伝熱管の漏えい、破損に伴う 2 次ヘリウムへの水侵

入が原子炉施設に与える新たな影響として同定された。2 次ヘリウム冷却設備で想定される他

の故障が原子炉施設に与える影響には、2 次ヘリウム流量や 2 次ヘリウム温度の変動等が摘出

された。また、水蒸気供給設備では、放熱器伝熱管の漏えい及び破損により、水素製造施設異

常時の受動的冷却時における蒸気発生器水位低下として水素製造施設に影響を与える。また安

全弁の誤開は、蒸気発生器給水流量及び蒸気過熱器水蒸気流量の減少、水蒸気供給設備圧力低

下を引き起こし、原子炉施設に対する影響として、2 次ヘリウム冷却設備の除熱変動や 2 次ヘ

リウム配管バウンダリ荷重増大が摘出された。次に原料ガス供給設備での機器故障が原子炉施

設に新たに与える影響には、原料ガス加温器の伝熱管からの漏えいに伴う水蒸気改質器供給原

料ガス流量減少、原料ガス供給設備圧力減少等によって生じる 2 次ヘリウム冷却設備の除熱変

動及び 2 次ヘリウム配管バウンダリ荷重増大が摘出された。また原料ガス供給設備配管の破損

による影響には、可燃性ガスであるメタンや有毒ガスであるブタンの環境への漏えいが抽出さ

れるとともに、原子炉施設への影響として、2 次ヘリウム配管バウンダリ荷重増大が摘出され

た。不活性ガス供給設備での機器故障が原子炉施設に与える影響には、制御系の異常等による

窒素ガス供給ライン遮断弁の誤開等が原料ガス供給設備の窒素ガス流量を増大または減少させ

ることで生じる 2 次ヘリウム冷却設備の除熱変動が摘出された。最後に後処理設備での機器故

障が原子炉施設に新たに与える影響として、触媒粉塵用フィルタでの容器の漏えいや破損に伴

う可燃性ガス及び有毒ガスの漏えい、安全弁の誤開に伴う 2 次ヘリウム冷却設備の除熱変動や

2 次ヘリウムバウンダリの荷重増大が摘出された。 

安全設計で新たに考慮すべき外部ハザードを同定するため、外部ハザードに係る安全要件

への適合のための設計方針や影響評価条件の変更点を分析した結果を Table 9 に示す。安全設

計で新たに考慮すべき外部ハザードとして、自然現象では、竜巻及び森林火災が同定された。

竜巻に関しては、水素製造施設の機器が設計飛来物となることが想定されることから、HTTR
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ている。従って、類似施設での事故事例を調査した結果、同定された HTTR-熱利用試験施設

の安全設計で考慮すべき事象に漏れがないことを確認した。 

 

3.6 安全設計における検討事項 

1) 水素製造施設の適用法規 

基本方針に従い、水素製造施設に高圧ガス保安法を適用する場合においては、高圧ガス保

安法を適用することの合理性や適用上の条件、高圧ガス保安法の適用範囲の検討が必要である。 

 

2) 安全設計の方針 

HTTR では安全設計の方針として、以下の 12 の方針が定められている。 

 

 安全設計の基本方針 

 原子炉の固有の安全性 

 原子炉施設の設計、製作における基本方針 

 核設計及び熱流力設計の基本方針 

 核分裂生成物放散の防止・抑制に対する基本方針 

 計測制御系統施設設計の基本方針 

 工学的安全施設設計の基本方針 

 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故に対する基本方針 

 物理的分離に関する基本方針 

 環境に関する基本方針 

 強度設計の基本方針 

 品質保証の基本方針 

 

HTTR の安全設計の方針のうち、「安全設計の基本方針」では、試験炉設置許可基準規則に

適合する設計をとする方針のみが示されている。HTTR-熱利用試験では安全設計で新たに考

慮すべき事象が複数同定されているが、「安全設計の基本方針」を変更する必要はない。 

HTTR の安全設計の方針のうち、「核分裂生成物放散の防止・抑制に対する基本方針」では、

燃料内で生成した核分裂生成物の原子炉施設周辺への放散を防止及び抑制するための方法のひ

とつとして、原子炉格納容器による原子炉冷却材圧力バウンダリから漏えいした核分裂生成物

の保持が示されている。HTTR-熱利用試験では、2 次ヘリウム配管を原子炉建家の外部まで引

き出すことに伴い、原子炉格納容器に加えて、原子炉格納容器隔離弁が原子炉冷却材圧力バウ

ンダリから漏えいした核分裂生成物を保持する機能を担う。従って、「核分裂生成物放散の防

止・抑制に対する基本方針」では、用語の変更が必要となる。 

「安全設計の基本方針」及び「核分裂生成物放散の防止・抑制に対する基本方針」以外の

10 の方針に、HTTR-熱利用試験において、HTTR から変更または追加となる項目はない。 
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3) 安全機能の重要度分類、重要安全施設の選定、耐震設計 

原子炉施設では、施設の特徴を十分踏まえて、構築物、系統及び機器の果たすべき安全機

能とその重要度を設定しなければならない。HTTR-熱利用試験施設では、水素製造施設の接

続に伴い必要となる改修や 2 次ヘリウム冷却設備に設置する原子炉格納容器隔離弁や蒸気発生

器等の新たな設置に応じて、原子炉施設の構築物、系統及び機器の安全機能の重要度分類を設

定する必要がある。また、安全機能の重要度分類の変更に伴い、重要安全施設選定や耐震設計

上の重要度分類の見直しが必要となる。 

 

4) 原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

HTTR-熱利用試験施設では、3.5 節(2)で同定された、HTTR-熱利用試験施設における安全設

計で新たに考慮すべき外的事象や内的事象である 10 事象の影響を考慮して、原子炉施設の安

全性を損なわないよう、外的事象や内的事象に対する防護対策に係る安全設計方針を変更しな

ければならない可能性がある。 

安全設計で新たに考慮すべき内的事象として同定された「2 次ヘリウム冷却設備への水また

は蒸気の侵入」は、原子炉施設の機器故障によって、系統内の熱流力挙動に影響を与える事象

であるため、試験炉設置許可基準規則の第十三条（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の拡大の防止）の中で考慮されなければならない。また、外部ハザード（外部人為事象）とし

て同定されている「水素製造施設の異常に起因する 2 次ヘリウム冷却設備の除熱減少」、「水素

製造施設の異常に起因する 2 次ヘリウム冷却設備の除熱増大」、「水素製造施設の異常に起因す

る 2 次ヘリウムバウンダリの荷重増大」の 3 事象も、原子炉施設と水素製造施設を繋ぐ配管を

通じて、原子炉施設の熱流力挙動に直接的に影響を与えるため、同条の中で考慮されなければ

ならない。 

安全設計で新たに考慮すべき内的事象として同定された「可燃性ガスの 2 次ヘリウムへの侵

入」は、原子炉施設で発生する内部火災に係る事象のため、同規則の第八条（火災による損傷

の防止）の中で考慮されなければならない。 

安全設計で新たに考慮すべき事象の内、外部ハザード（自然現象）として同定された「竜

巻による飛来物となった水素製造施設の機器の原子炉建家への衝突」及び「森林火災と水素製

造施設火災の重畳」に加えて、外部ハザード（外部人為事象）として同定された「落下した航

空機燃料火災と水素製造施設火災の重畳」、「水素製造施設から漏えいした可燃性物質の火災爆

発」及び「水素製造施設から漏えいした有毒ガスによる運転員被毒」の計 5 事象は、試験炉設

置許可基準規則の第六条（外部からの衝撃による損傷の防止）の中で規定されている想定すべ

き自然現象及び外部人為事象であると考えられるため、同条の中で考慮されなければならない。 

また、原子炉施設の安全性が阻害されないよう、安全設計で新たに考慮すべき事象が、事

故の拡大防止措置の実施に与える影響は、第五十三条（多量の放射性物質等を放出する事故の

拡大の防止）の中で考慮されなければならない。 

以上から、HTTR-熱利用試験施設では、外的事象の防護方針、運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故の拡大の防止、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止に関して、安

全設計で新たに考慮すべき事象による影響を考慮した上で、原子炉施設の設計が、試験炉設置

 

 

ている。従って、類似施設での事故事例を調査した結果、同定された HTTR-熱利用試験施設

の安全設計で考慮すべき事象に漏れがないことを確認した。 

 

3.6 安全設計における検討事項 

1) 水素製造施設の適用法規 

基本方針に従い、水素製造施設に高圧ガス保安法を適用する場合においては、高圧ガス保

安法を適用することの合理性や適用上の条件、高圧ガス保安法の適用範囲の検討が必要である。 

 

2) 安全設計の方針 

HTTR では安全設計の方針として、以下の 12 の方針が定められている。 

 

 安全設計の基本方針 

 原子炉の固有の安全性 

 原子炉施設の設計、製作における基本方針 

 核設計及び熱流力設計の基本方針 

 核分裂生成物放散の防止・抑制に対する基本方針 

 計測制御系統施設設計の基本方針 

 工学的安全施設設計の基本方針 

 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故に対する基本方針 

 物理的分離に関する基本方針 

 環境に関する基本方針 

 強度設計の基本方針 

 品質保証の基本方針 

 

HTTR の安全設計の方針のうち、「安全設計の基本方針」では、試験炉設置許可基準規則に

適合する設計をとする方針のみが示されている。HTTR-熱利用試験では安全設計で新たに考

慮すべき事象が複数同定されているが、「安全設計の基本方針」を変更する必要はない。 

HTTR の安全設計の方針のうち、「核分裂生成物放散の防止・抑制に対する基本方針」では、

燃料内で生成した核分裂生成物の原子炉施設周辺への放散を防止及び抑制するための方法のひ

とつとして、原子炉格納容器による原子炉冷却材圧力バウンダリから漏えいした核分裂生成物

の保持が示されている。HTTR-熱利用試験では、2 次ヘリウム配管を原子炉建家の外部まで引

き出すことに伴い、原子炉格納容器に加えて、原子炉格納容器隔離弁が原子炉冷却材圧力バウ

ンダリから漏えいした核分裂生成物を保持する機能を担う。従って、「核分裂生成物放散の防

止・抑制に対する基本方針」では、用語の変更が必要となる。 

「安全設計の基本方針」及び「核分裂生成物放散の防止・抑制に対する基本方針」以外の

10 の方針に、HTTR-熱利用試験において、HTTR から変更または追加となる項目はない。 
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許可基準規則の安全要件に適合することで、水素製造施設異常に対する原子炉の安全性を確保

する。従って、試験炉設置許可基準規則の安全要件への適合に向けた安全設計方針の検討が必

要となる。 
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許可基準規則の安全要件に適合することで、水素製造施設異常に対する原子炉の安全性を確保

する。従って、試験炉設置許可基準規則の安全要件への適合に向けた安全設計方針の検討が必

要となる。 
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影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

給
水

バ
イ

パ
ス

 
冷

却
器

 

伝
熱

管
の

漏
え

い
及

び
破

損
 

伝
熱

管
の

貫
通

亀
裂

・
破

断
 

給
水

タ
ン

ク
水

位
低

下
 

－
 

冷
却

水
の

増
大

 
冷

却
水

設
備

の
異

常
 

給
水

タ
ン

ク
温

度
低

下
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
 

除
熱

増
大

 

冷
却

水
の

減
少

 
冷

却
水

設
備

の
異

常
 

給
水

タ
ン

ク
温

度
上

昇
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
 

除
熱

減
少

 

配
管

 
破

損
及

び
破

断
 

最
大

荷
重

に
よ

る
貫

通
亀

裂
 

蒸
気

発
生

器
給

水
流

量
、

蒸
気

過
熱

器
水

蒸
気

流
量

の
減

少
、

水
蒸

気
供

給
設

備
圧

力
低

下
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

、
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

 
配

管
バ

ウ
ン

ダ
リ

荷
重

増
大

 

安
全

弁
 

誤
開

 
損

傷
 

蒸
気

発
生

器
給

水
流

量
、

蒸
気

過
熱

器
水

蒸
気

流
量

の
減

少
、

水
蒸

気
供

給
設

備
圧

力
低

下
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

、
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

 
配

管
バ

ウ
ン

ダ
リ

荷
重

増
大

 

止
め

弁
 

－
 

－
 

－
 

－
 

逆
止

弁
 

開
固

着
 

ヒ
ン

ジ
ピ

ン
の

か
じ

り
 

－
 

－
 

蒸
気

発
生

器
 

給
水

遮
断

弁
 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

蒸
気

発
生

器
給

水
流

量
の

減
少

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

蒸
気

発
生

器
 

給
水

流
量

調
節

弁
 

誤
開

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

蒸
気

発
生

器
給

水
流

量
の

増
大

 
－

 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

蒸
気

発
生

器
給

水
流

量
の

減
少

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

蒸
気

過
熱

器
 

蒸
気

遮
断

弁
 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

蒸
気

発
生

器
圧

力
上

昇
、

 
蒸

気
過

熱
器

水
蒸

気
流

量
の

減

少
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少
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Ta
bl

e 
6 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

に
対

す
る

起
因

事
象

の
同

定
結

果
（

1/
3）

 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

LN
G
タ

ン
ク

 
胴

部
か

ら
の

漏
え

い
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂

の
成

長
 

LN
G
の

漏
え

い
 

可
燃

性
物

質
の

火
災

爆
発

 

加
圧

蒸
発

器
 

伝
熱

管
か

ら
の

漏
え

い
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂

の
成

長
 

LN
G
及

び
メ

タ
ン

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

物
質

の
火

災
爆

発
 

LN
G
ポ

ン
プ

 
コ

ー
ス

ト
ダ

ウ
ン

 
駆

動
電

源
の

喪
失

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
メ

タ
ン

ガ
ス

 
供

給
流

量
減

少
 

－
 

軸
固

着
 

軸
受

け
の

か
じ

り
、

固

着
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

メ
タ

ン
ガ

ス
 

供
給

流
量

減
少

 
－

 

LN
G
蒸

発
器

 
伝

熱
管

か
ら

の
漏

え

い
 

伝
熱

管
の

貫
通

亀
裂

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
メ

タ
ン

ガ
ス

 
供

給
流

量
減

少
 

－
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

胴
部

か
ら

の
漏

え
い

 
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

水
蒸

気
改

質
器

供
給

 
原

料
ガ

ス
流

量
の

減
少

、
原

料
ガ

ス
供

給
設

備
圧

力
減

少
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

原
料

ガ
ス

 
加

温
器

 

伝
熱

管
か

ら
の

漏
え

い
 

伝
熱

管
の

貫
通

亀
裂

 
水

蒸
気

改
質

器
供

給
 

原
料

ガ
ス

流
量

の
減

少
、

原
料

ガ
ス

供

給
設

備
圧

力
減

少
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

ヒ
ー

タ
ー

停
止

 
電

源
喪

失
、

断
線

 
水

蒸
気

改
質

器
供

給
 

原
料

ガ
ス

流
量

の
減

少
 

（
下

流
の

配
管

損
傷

等
）

 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

配
管

 
破

損
及

び
破

断
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂

の
成

長
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

メ
タ

ン
ガ

ス
 

供
給

流
量

減
少

、
水

蒸
気

改
質

器
供

給

原
料

ガ
ス

流
量

、
圧

力
の

減
少

 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
可

燃
性

物
質

の
火

災
爆

発
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

  

JAEA-Technology 2022-011

- 24 -



   

Ta
bl

e 
6 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

に
対

す
る

起
因

事
象

の
同

定
結

果
（

2/
3）

 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

安
全

弁
 

誤
開

 
損

傷
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

メ
タ

ン
ガ

ス
 

供
給

流
量

減
少

、
水

蒸
気

改
質

器
供

給

原
料

ガ
ス

流
量

、
圧

力
の

減
少

 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

止
め

弁
 

－
 

－
 

－
 

－
 

逆
止

弁
 

開
固

着
 

－
 

－
 

－
 

LN
G
タ

ン
ク

出
口

遮
断

弁
 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

メ
タ

ン
ガ

ス
 

供
給

流
量

減
少

 
－

 

原
料

ガ
ス

 
供

給
圧

力
 

調
整

弁
 

誤
開

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

水
蒸

気
改

質
器

供
給

 
原

料
ガ

ス
流

量
の

増
大

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

水
蒸

気
改

質
器

供
給

 
原

料
ガ

ス
流

量
の

減
少

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

原
料

ガ
ス

 
供

給
流

量
 

調
整

弁
 

誤
開

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

水
蒸

気
改

質
器

供
給

 
原

料
ガ

ス
流

量
の

増
大

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

水
蒸

気
改

質
器

供
給

 
原

料
ガ

ス
流

量
の

減
少

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

原
料

ガ
ス

 
加

熱
器

 

内
管

破
損

 
過

大
荷

重
に

よ
る

貫
通

亀
裂

 
水

蒸
気

改
質

器
供

給
 

原
料

ガ
ス

流
量

の
減

少
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

外
管

破
損

 
過

大
荷

重
に

よ
る

貫
通

亀
裂

 

可
燃

性
ガ

ス
（

メ
タ

ン
）
、

 
有

毒
ガ

ス
（

ブ
タ

ン
）

の
漏

え
い

、
原

料
ガ

ス
供

給
設

備
圧

力
低

下
 

可
燃

性
物

質
の

火
災

爆
発

、
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

 

 
 

   

Ta
bl

e 
6 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

に
対

す
る

起
因

事
象

の
同

定
結

果
（

1/
3）

 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

LN
G
タ

ン
ク

 
胴

部
か

ら
の

漏
え

い
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂

の
成

長
 

LN
G
の

漏
え

い
 

可
燃

性
物

質
の

火
災

爆
発

 

加
圧

蒸
発

器
 

伝
熱

管
か

ら
の

漏
え

い
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂

の
成

長
 

LN
G
及

び
メ

タ
ン

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

物
質

の
火

災
爆

発
 

LN
G
ポ

ン
プ

 
コ

ー
ス

ト
ダ

ウ
ン

 
駆

動
電

源
の

喪
失

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
メ

タ
ン

ガ
ス

 
供

給
流

量
減

少
 

－
 

軸
固

着
 

軸
受

け
の

か
じ

り
、

固

着
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

メ
タ

ン
ガ

ス
 

供
給

流
量

減
少

 
－

 

LN
G
蒸

発
器

 
伝

熱
管

か
ら

の
漏

え

い
 

伝
熱

管
の

貫
通

亀
裂

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
メ

タ
ン

ガ
ス

 
供

給
流

量
減

少
 

－
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

胴
部

か
ら

の
漏

え
い

 
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

水
蒸

気
改

質
器

供
給

 
原

料
ガ

ス
流

量
の

減
少

、
原

料
ガ

ス
供

給
設

備
圧

力
減

少
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

原
料

ガ
ス

 
加

温
器

 

伝
熱

管
か

ら
の

漏
え

い
 

伝
熱

管
の

貫
通

亀
裂

 
水

蒸
気

改
質

器
供

給
 

原
料

ガ
ス

流
量

の
減

少
、

原
料

ガ
ス

供

給
設

備
圧

力
減

少
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

ヒ
ー

タ
ー

停
止

 
電

源
喪

失
、

断
線

 
水

蒸
気

改
質

器
供

給
 

原
料

ガ
ス

流
量

の
減

少
 

（
下

流
の

配
管

損
傷

等
）

 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
 

配
管

 
破

損
及

び
破

断
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂

の
成

長
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

メ
タ

ン
ガ

ス
 

供
給

流
量

減
少

、
水

蒸
気

改
質

器
供

給

原
料

ガ
ス

流
量

、
圧

力
の

減
少

 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

の
除

熱
減

少
、

 
可

燃
性

物
質

の
火

災
爆

発
、

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
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Ta
bl

e 
6 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

に
対

す
る

起
因

事
象

の
同

定
結

果
（

3/
3）

 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

原
料

ガ
ス

 
過

熱
器

 
内

管
破

損
 

過
大

荷
重

に
よ

る
貫

通

亀
裂

 
水

蒸
気

改
質

器
供

給
 

原
料

ガ
ス

流
量

の
減

少
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

原
料

ガ
ス

 
過

熱
器

 
外

管
破

損
 

過
大

荷
重

に
よ

る
貫

通

亀
裂

 

可
燃

性
ガ

ス
（

メ
タ

ン
）
、

 
有

毒
ガ

ス
（

ブ
タ

ン
）

の
漏

え
い

、
原

料
ガ

ス
供

給
設

備
圧

力
低

下
 

可
燃

性
物

質
の

火
災

爆
発

、
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
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Ta
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e 
7 

不
活

性
ガ

ス
供

給
設

備
に

対
す

る
起

因
事

象
の

同
定

結
果

 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

LN
2
タ

ン
ク

 
胴

部
か

ら
の

漏
え

い
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂
の

成
長

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
供

給
流

量
の

減
少

 
－

 

蒸
発

器
 

窒
素

ガ
ス

の
漏

え
い

 
接

続
管

の
貫

通
亀

裂
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

供
給

流
量

の
減

少
 

－
 

LN
2
ポ

ン
プ

 

コ
ー

ス
ト

ダ
ウ

ン
 

駆
動

電
源

の
喪

失
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

供
給

流
量

の
減

少
 

－
 

軸
固

着
 

軸
受

け
の

か
じ

り
、

固
着

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
供

給
流

量
の

減
少

 
－

 

誤
起

動
 

制
御

系
の

誤
信

号
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

供
給

流
量

の
減

少
 

－
 

配
管

 
破

損
及

び
破

断
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂
の

成
長

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
供

給
流

量
の

減
少

 
－

 

安
全

弁
 

誤
開

 
損

傷
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

供
給

流
量

の
減

少
 

－
 

止
め

弁
 

－
 

－
 

－
 

－
 

逆
止

弁
 

開
固

着
 

－
 

－
 

－
 

LN
2
タ

ン
ク

出
口

 
遮

断
弁

 
誤

閉
 

制
御

系
の

異
常

、
誤

信
号

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
供

給
流

量
の

減
少

 
－

 

窒
素

ガ
ス

供
給

 
ラ

イ
ン

遮
断

弁
 

誤
開

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

へ
の

 
窒

素
ガ

ス
流

入
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

変
動

 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

の
 

窒
素

ガ
ス

流
量

の
減

少
 

（
起

動
停

止
時

）
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

窒
素

ガ
ス

供
給

 
流

量
調

整
弁

 

誤
開

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

の
 

窒
素

ガ
ス

流
量

の
増

大
 

（
起

動
停

止
時

）
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

増
大

 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

の
 

窒
素

ガ
ス

流
量

の
減

少
 

（
起

動
停

止
時

）
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

   

Ta
bl

e 
6 

原
料

ガ
ス

供
給

設
備

に
対

す
る

起
因

事
象

の
同

定
結

果
（

3/
3）

 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

原
料

ガ
ス

 
過

熱
器

 
内

管
破

損
 

過
大

荷
重

に
よ

る
貫

通

亀
裂

 
水

蒸
気

改
質

器
供

給
 

原
料

ガ
ス

流
量

の
減

少
 

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

冷
却

設
備

 
の

除
熱

減
少

 

原
料

ガ
ス

 
過

熱
器

 
外

管
破

損
 

過
大

荷
重

に
よ

る
貫

通

亀
裂

 

可
燃

性
ガ

ス
（

メ
タ

ン
）
、

 
有

毒
ガ

ス
（

ブ
タ

ン
）

の
漏

え
い

、
原

料
ガ

ス
供

給
設

備
圧

力
低

下
 

可
燃

性
物

質
の

火
災

爆
発

、
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

配
管

バ
ウ

ン
ダ

リ
荷

重
増

大
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Ta
bl

e 
8 

後
処

理
設

備
に

対
す

る
起

因
事

象
の

同
定

結
果

（
1/

2）
 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

触
媒

粉
塵

用
 

フ
ィ

ル
タ

 

容
器

の
漏

え
い

及
び

破
損

 
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

可
燃

性
ガ

ス
、

有
毒

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

フ
ィ

ル
タ

目
詰

り
 

触
媒

の
破

損
 

圧
力

上
昇

に
よ

る
生

成
ガ

ス
が

 
安

全
弁

か
ら

フ
レ

ア
ス

タ
ッ

ク
に

放
出

 
－

 

生
成

ガ
ス

 
冷

却
器

 

伝
熱

管
の

漏
え

い
及

び
破

損
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

可
燃

性
ガ

ス
、

有
毒

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

冷
却

水
流

量
の

増
大

 
冷

却
水

設
備

の
異

常
 

－
 

－
 

冷
却

水
流

量
の

減
少

 
冷

却
水

設
備

の
異

常
 

－
 

－
 

セ
パ

レ
ー

タ
 

容
器

の
漏

え
い

及
び

破
損

 
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

可
燃

性
ガ

ス
、

有
毒

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

凝
縮

水
ポ

ン
プ

 
軸

固
着

 
軸

受
け

の
か

じ
り

、
固

着
 

下
流

へ
水

蒸
気

が
流

入
す

る
が

 
影

響
小

 
－

 

誤
起

動
 

制
御

系
の

誤
信

号
 

下
流

へ
水

蒸
気

が
流

入
す

る
が

 
影

響
小

 
－

 

サ
ン

プ
リ

ン
グ

 
ラ

イ
ン

除
湿

器
 

伝
熱

管
の

漏
え

い
及

び
破

損
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

可
燃

性
ガ

ス
、

有
毒

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

フ
レ

ア
ス

タ
ッ

ク
失

火
 

種
火

燃
料

の
停

止
 

可
燃

性
ガ

ス
の

漏
え

い
 

可
燃

性
ガ

ス
火

災
爆

発
 

水
封

ド
ラ

ム
 

水
位

の
低

下
 

水
位

調
整

計
の

異
常

 
（

生
成

ガ
ス

流
量

が
増

大
す

る
が

 
影

響
小

）
 

－
 

水
位

の
上

昇
 

水
位

調
整

計
の

異
常

 
（

生
成

ガ
ス

流
量

が
減

少
す

る
が

 
影

響
小

）
 

－
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Ta
bl

e 
8 

後
処

理
設

備
に

対
す

る
起

因
事

象
の

同
定

結
果

（
2/

2）
 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

配
管

 
破

損
及

び
破

断
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂
の

成
長

 
可

燃
性

ガ
ス

、
有

毒
ガ

ス
の

漏
え

い
 

可
燃

性
ガ

ス
の

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

安
全

弁
 

誤
開

 
損

傷
 

圧
力

低
下

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

の
除

熱
減

少
、

2
次

ヘ
リ

ウ
ム

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

 
荷

重
増

大
 

止
め

弁
 

－
 

－
 

－
 

－
 

逆
止

弁
 

開
固

着
 

－
 

－
 

－
 

生
成

ガ
ス

圧
力

 
調

節
弁

 

誤
開

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

圧
力

低
下

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

 
荷

重
増

大
 

誤
閉

 
制

御
系

の
異

常
、

誤
信

号
 

圧
力

上
昇

に
よ

る
生

成
ガ

ス
が

 
安

全
弁

か
ら

フ
レ

ア
ス

タ
ッ

ク
に

放
出

 
2
次

ヘ
リ

ウ
ム

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

 
荷

重
増

大
 

LP
G
供

給
 

ユ
ニ

ッ
ト

 
容

器
の

漏
え

い
及

び
破

損
 

過
大

荷
重

に
よ

る
亀

裂
の

成
長

 
可

燃
性

ガ
ス

（
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
）

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

 

    

Ta
bl

e 
8 

後
処

理
設

備
に

対
す

る
起

因
事

象
の

同
定

結
果

（
1/

2）
 

機
器

名
称

 
故

障
モ

ー
ド

 
水

素
製

造
施

設
 

に
与

え
る

影
響

 
原

子
炉

施
設

 
に

与
え

る
影

響
 

影
響

を
与

え
る

故
障

 
故

障
の

要
因

 

触
媒

粉
塵

用
 

フ
ィ

ル
タ

 

容
器

の
漏

え
い

及
び

破
損

 
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

可
燃

性
ガ

ス
、

有
毒

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

フ
ィ

ル
タ

目
詰

り
 

触
媒

の
破

損
 

圧
力

上
昇

に
よ

る
生

成
ガ

ス
が

 
安

全
弁

か
ら

フ
レ

ア
ス

タ
ッ

ク
に

放
出

 
－

 

生
成

ガ
ス

 
冷

却
器

 

伝
熱

管
の

漏
え

い
及

び
破

損
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

可
燃

性
ガ

ス
、

有
毒

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

冷
却

水
流

量
の

増
大

 
冷

却
水

設
備

の
異

常
 

－
 

－
 

冷
却

水
流

量
の

減
少

 
冷

却
水

設
備

の
異

常
 

－
 

－
 

セ
パ

レ
ー

タ
 

容
器

の
漏

え
い

及
び

破
損

 
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

可
燃

性
ガ

ス
、

有
毒

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

凝
縮

水
ポ

ン
プ

 
軸

固
着

 
軸

受
け

の
か

じ
り

、
固

着
 

下
流

へ
水

蒸
気

が
流

入
す

る
が

 
影

響
小

 
－

 

誤
起

動
 

制
御

系
の

誤
信

号
 

下
流

へ
水

蒸
気

が
流

入
す

る
が

 
影

響
小

 
－

 

サ
ン

プ
リ

ン
グ

 
ラ

イ
ン

除
湿

器
 

伝
熱

管
の

漏
え

い
及

び
破

損
過

大
荷

重
に

よ
る

亀
裂

の
成

長
 

可
燃

性
ガ

ス
、

有
毒

ガ
ス

の
漏

え
い

 
可

燃
性

ガ
ス

火
災

爆
発

、
 

有
毒

ガ
ス

に
よ

る
被

毒
 

フ
レ

ア
ス

タ
ッ

ク
失

火
 

種
火

燃
料

の
停

止
 

可
燃

性
ガ

ス
の

漏
え

い
 

可
燃

性
ガ

ス
火

災
爆

発
 

水
封

ド
ラ

ム
 

水
位

の
低

下
 

水
位

調
整

計
の

異
常

 
（

生
成

ガ
ス

流
量

が
増

大
す

る
が

 
影

響
小

）
 

－
 

水
位

の
上

昇
 

水
位

調
整

計
の

異
常

 
（

生
成

ガ
ス

流
量

が
減

少
す

る
が

 
影

響
小

）
 

－
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Table 9 外部ハザードに係る安全設計方針や影響評価条件の変更点 

外部 
ハザード 

対応又は条件 
変更有無 

（〇；あり、

×；なし） 

対応又は条件の変更の概要 

風（台風） × 新規設備は、HTTR と同様に建築基準法に基づき設計を行

う 
洪水・降水 × HTTR と同様に地形上、洪水被害は想定されない 

積雪 × 新規設備は、HTTR と同様に茨城県建築基準法関係条例に

基づく積雪単位重量指定値により設計を行う 

凍結 × 屋外機器は、HTTR と同様に、屋外機器で凍結のおそれの

あるものは必要に応じ、適切な凍結対策を行う 

落雷 × 

新規の安全保護系は、HTTR と同様にシールドケーブルを

採用。また、屋外敷設ケーブルは、鉄筋コンクリートト

レンチ、金属製トレイ又は金属製電線管に収納し接地す

る 
火山の影響 × 新規設備は防護対象外である 
生物学的 

事象 × 新規の屋外設置端子箱貫通部は、HTTR と同様にシールを

行い小動物侵入を防止する 

竜巻 〇 水素製造施設の機器が設計飛来物となることが想定さ

れ、HTTR から設計飛来物が変更となる可能性がある 

森林火災 〇 森林火災に起因する水素製造施設火災の考慮が必要であ

る 
地滑り × HTTR と同様に地形上、地滑りによる被害は想定されない

組合せ × 自然現象の組合せにより影響が多くなる事象組合せは、

HTTR から変更はない 

航空機落下 〇 航空機落下の標的面積増大による航空機落下確率の上昇

を考慮する必要がある 

ダムの崩壊 × HTTR と同様に、立地上、ダムの崩壊による被害は想定さ

れない 
爆発 × HTTR と同様に、爆発物の貯蔵設備はない 

近隣工場の

火災 〇 
水素製造施設の設置により水素製造施設の異常に起因す

る火災や爆発に対する影響及び航空機落下による燃料火

災に起因する水素製造施設の火災の考慮が必要である 

有毒ガス 〇 水素製造施設の設置により敷地内を発生源とした有毒ガ

スの影響を考慮する必要である 

船舶の衝突 × HTTR と同様に、立地上、船舶の衝突による被害は想定さ

れない 

電磁的障害 × 新規の安全保護回路は、HTTR と同様に電磁的障害発生を

防止する設計を採用する 
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4. HTTR-熱利用試験に係る適用法規の検討 

 

4.1 水素製造施設の適用法規 

(1) 水素製造施設の適用法規の目的 

HTTR-熱利用試験施設の水素製造施設における異常が原子炉施設の安全性に影響を与える

可能性がある事象は、3.5 節における検討で同定された 10 事象である。HTTR-熱利用試験施設

の原子炉施設は、これら 10 事象を想定した上で、原子炉等規制法で規定された安全要件に適

合することで、一般公衆に対する安全性を確保する。この 10 事象のうち、水素製造施設にお

ける異常が直接的に公共に影響を及ぼす可能性がある事象は、漏えいした可燃性物質の漏えい

及び火災爆発、有毒ガスの漏えいである。従って、水素製造施設に対する適用法規の目的は、

可燃性物質の火災爆発及び有毒ガスの漏えいを考慮した公共の安全確保であるべきである。 

原子炉等規制法において、その目的は次のように定義されている。 

 

「原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を

設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉に

よる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るため、（中略）もつて国民

の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること」15) 

 

一方で、高圧ガス保安法において、その目的は次のように定義されている。 

 

「高圧ガスによる災害を防止するため、（中略）、もつて公共の安全を確保すること」20) 

 

原子炉等規制法及び高圧ガス保安法は、いずれも公共の安全確保を目的とした法律である。し

かしながら、原子炉等規制法は放射性物質や核燃料物質、原子炉による災害を想定しているの

に対して、高圧ガス保安法は高圧ガスによる災害の防止を目的としている。高圧ガス保安法で

想定している高圧ガスによる災害（事故）は、可燃性物質の火災爆発や毒性ガスの漏えい、設

備等の破裂・破損等が定義されている 23。従って、法規の目的の観点からは、原子炉施設に接

続する水素製造施設に対する適切な法規は、高圧ガス保安法であると考えられる。 
 

(2) 水素製造施設の適用法規の安全要件 

次に原子炉等規制法及び高圧ガス保安法における公共の安全確保に関する安全要件を比較

する。HTTR-熱利用試験における水素製造施設では、公共の安全を損なう可能性がある事象

として、可燃性物質の火災爆発や有毒ガスの漏えいが想定される。試験炉設置許可基準規則や

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 24)のいずれの

規則も、可燃性物質の火災爆発や有毒ガスの漏えいに対する原子炉施設の安全性確保を目的と

した安全要件を規定している。例えば可燃性物質（ガス）の火災爆発に対する安全要件は、原

子炉施設の安全性が損なわれないよう、必要に応じて、火災発生防止、火災発生感知、消火設

備並びに火災影響軽減に係る機能の確保を要求している。有毒ガスの漏えいに対しては、原子

 

 

Table 9 外部ハザードに係る安全設計方針や影響評価条件の変更点 

外部 
ハザード 

対応又は条件 
変更有無 

（〇；あり、

×；なし） 

対応又は条件の変更の概要 

風（台風） × 新規設備は、HTTR と同様に建築基準法に基づき設計を行

う 
洪水・降水 × HTTR と同様に地形上、洪水被害は想定されない 

積雪 × 新規設備は、HTTR と同様に茨城県建築基準法関係条例に

基づく積雪単位重量指定値により設計を行う 

凍結 × 屋外機器は、HTTR と同様に、屋外機器で凍結のおそれの

あるものは必要に応じ、適切な凍結対策を行う 

落雷 × 

新規の安全保護系は、HTTR と同様にシールドケーブルを

採用。また、屋外敷設ケーブルは、鉄筋コンクリートト

レンチ、金属製トレイ又は金属製電線管に収納し接地す

る 
火山の影響 × 新規設備は防護対象外である 
生物学的 

事象 × 新規の屋外設置端子箱貫通部は、HTTR と同様にシールを

行い小動物侵入を防止する 

竜巻 〇 水素製造施設の機器が設計飛来物となることが想定さ

れ、HTTR から設計飛来物が変更となる可能性がある 

森林火災 〇 森林火災に起因する水素製造施設火災の考慮が必要であ

る 
地滑り × HTTR と同様に地形上、地滑りによる被害は想定されない

組合せ × 自然現象の組合せにより影響が多くなる事象組合せは、

HTTR から変更はない 

航空機落下 〇 航空機落下の標的面積増大による航空機落下確率の上昇

を考慮する必要がある 

ダムの崩壊 × HTTR と同様に、立地上、ダムの崩壊による被害は想定さ

れない 
爆発 × HTTR と同様に、爆発物の貯蔵設備はない 

近隣工場の

火災 〇 
水素製造施設の設置により水素製造施設の異常に起因す

る火災や爆発に対する影響及び航空機落下による燃料火

災に起因する水素製造施設の火災の考慮が必要である 

有毒ガス 〇 水素製造施設の設置により敷地内を発生源とした有毒ガ

スの影響を考慮する必要である 

船舶の衝突 × HTTR と同様に、立地上、船舶の衝突による被害は想定さ

れない 

電磁的障害 × 新規の安全保護回路は、HTTR と同様に電磁的障害発生を

防止する設計を採用する 
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炉施設の安全機能の確保を要求している。 

一方で、高圧ガス保安法の安全要件が定められた一般高圧ガス保安規則は、高圧ガスを取

り扱う設備から病院や学校、住宅等、公共の保安物件まで、一定以上の離隔距離の確保を要求

している。一般高圧ガス保安規則は、その他にも可燃性ガスや有毒ガスの漏えいによる影響防

止または影響緩和のため、可燃性ガスを含む設備に係る電気設備の防爆性能、可燃性ガス及び

毒性ガスの貯槽に接続した配管における弁の個数や漏えい時の遮断措置、可燃性ガス及び毒性

ガス漏えい時に滞留する場所への検知・警報設備の設置等を要求している。 

以上から、高圧ガス保安法は、公共の安全確保のため、可燃性物質の火災爆発や毒性ガス

の漏えいに対して、保安物件に対する離隔距離の確保等、公共の安全を確保するための安全要

件を規定し、技術基準体系が整備されている。従って、HTTR-熱利用試験の水素製造施設に

対して適用すべき法規は、可燃性物質の火災爆発や毒性ガスの漏えいに対する公共の安全確保

のための技術基準体系が整備されている高圧ガス保安法が適切であると考えられる。 

 

(3) 水素製造施設に対する適用法規 

原子炉施設に接続する水素製造施設は、可燃性ガスや有毒ガスを取り扱う施設であり、原

子炉施設に接続する水素製造施設では可燃性ガスによる火災爆発や有毒ガスの漏えいといった

高圧ガス災害の発生が想定される。高圧ガス保安法は、公共の安全確保を目的として、水素製

造施設で想定される高圧ガス災害の発生防止や当該災害に対する公共の安全確保のための規制

枠組みや技術基準体系が整備されていることから、原子炉施設に接続する水素製造施設に対し

て、高圧ガス保安法を適用することは合理的であり、水素製造施設を高圧ガス保安法の下で建

設可能であると考えられる。 

 

4.2 水素製造施設への高圧ガス保安法適用の条件 

水素製造施設に対して高圧ガス保安法を適用するために満足すべき条件は、高圧ガス保安

法が適用されることが明白な「原子炉施設の近隣に設置される水素製造施設」と「原子炉施

設に接続された水素製造施設」との相違点が解消される条件に相当すると考えられる。そこ

で、「原子炉施設の近隣に設置される水素製造施設」と「原子炉施設に接続された水素製造

施設」の違いに着目し、その相違点を分析する。 

「原子炉施設の近隣に設置される水素製造施設」と「原子炉施設に接続された水素製造施

設」は、双方とも原子炉施設の近隣に位置するという点では共通しており、原子炉施設の安

全確保の観点では、水素製造施設の異常に起因する影響が空間を伝播して、原子炉施設に与

える影響は同等である。一方で、「原子炉施設に接続された水素製造施設」と「原子炉施設

の近隣に設置される水素製造施設」の安全上の差違は、以下の 4 点である。 

 

 水素製造施設の機器故障が接続配管を介して原子炉施設に与える影響 

 原子炉施設の機器故障が接続配管を介して水素製造施設に与える影響 

 原子炉施設と水素製造施設が構築物を共有する場合に、原子炉施設の異常に起因する構

造物の損傷が水素製造施設に与える影響 
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 原子炉施設と水素製造施設が構築物を共有する場合に、水素製造施設の異常に起因する

構造物の損傷が原子炉施設に与える影響 

 

「原子炉施設の近隣に設置される水素製造施設」は、原子炉施設の附属施設と見なされない

ため、原子炉等規制法ではなく、高圧ガス保安法が適用されると判断できる。従って、上記

の安全上の差違が有意でない、すなわち一方施設の異常が他方施設の安全設計に著しい影響

を与えない場合には、「原子炉施設に接続された水素製造施設」に高圧ガス保安法が適用可

能と考える。 

施設の異常が他方の施設に配管を介して与える影響が有意とならない条件は、以下の過程

で導出する。まず、水素製造施設の機器故障が原子炉施設に与える影響または原子炉施設の

機器故障が水素製造施設に与える影響を摘出し、影響の伝播に際して配管を介するかどうか

で整理する。次に、配管を介して与える影響に関して、その影響が有意とならない条件を同

定する。整理した結果を以下の Table 10 に示す。2 次ヘリウム冷却設備の除熱量増大及び減

少、2 次ヘリウムバウンダリの荷重増大による影響が有意とならない条件は、水素製造施設

の異常時にそれぞれの影響が生じた場合でも、原子炉施設が通常運転を継続可能であること

及び原子炉施設の異常が拡大しないことと考えられる。また、原子炉施設の異常に起因する

水素製造施設の加熱量変動に対しては、当該変動に対して水素製造施設に異常が発生しない

ことが条件であると考えられる。 

原子炉施設と水素製造施設が構築物を共有する場合に、一方の施設の構築物損傷が他方の

施設に与える影響が有意とならない条件とは、一方の施設の異常に起因する構築物損傷の影

響によって、他方の施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器（SSC）を損傷し、安全

機能の喪失を引き起さないことと考えられる。一方で、「原子炉施設の近隣に設置される水

素製造施設」の安全設計では、原子炉施設と水素製造施設が構造物を共有していないが、十

分に近接している場合、一方施設の異常に起因する構造物の損傷が、直接的又は間接的に他

方施設の安全機能を有する SSCを損傷し、安全機能を喪失しないよう設計上考慮される。従

って、一方の施設の異常に起因する構造物損傷が他方施設に与える影響は、「原子炉施設の

近隣に設置される水素製造施設」と「原子炉施設に接続された水素製造施設」で共通である。

故に、一方の施設の異常に起因する構造物損傷が他方施設に与える影響が有意とならない条

件は、「原子炉施設に接続された水素製造施設」への高圧ガス保安法の適用条件に該当しな

いと考えられる。 

従って、「原子炉施設に接続された水素製造施設」に対して、高圧ガス保安法が適用可能

となる条件は以下の 2 点である。 

 

 水素製造施設の異常時においても、原子炉施設における通常運転の継続または異常の拡

大が防止されること 

 原子炉施設異常に起因する水素製造施設の加熱量変動時においても、水素製造施設にお

ける異常発生または異常拡大が防止されること 

 

 

 

炉施設の安全機能の確保を要求している。 

一方で、高圧ガス保安法の安全要件が定められた一般高圧ガス保安規則は、高圧ガスを取

り扱う設備から病院や学校、住宅等、公共の保安物件まで、一定以上の離隔距離の確保を要求

している。一般高圧ガス保安規則は、その他にも可燃性ガスや有毒ガスの漏えいによる影響防

止または影響緩和のため、可燃性ガスを含む設備に係る電気設備の防爆性能、可燃性ガス及び

毒性ガスの貯槽に接続した配管における弁の個数や漏えい時の遮断措置、可燃性ガス及び毒性

ガス漏えい時に滞留する場所への検知・警報設備の設置等を要求している。 

以上から、高圧ガス保安法は、公共の安全確保のため、可燃性物質の火災爆発や毒性ガス

の漏えいに対して、保安物件に対する離隔距離の確保等、公共の安全を確保するための安全要

件を規定し、技術基準体系が整備されている。従って、HTTR-熱利用試験の水素製造施設に

対して適用すべき法規は、可燃性物質の火災爆発や毒性ガスの漏えいに対する公共の安全確保

のための技術基準体系が整備されている高圧ガス保安法が適切であると考えられる。 

 

(3) 水素製造施設に対する適用法規 

原子炉施設に接続する水素製造施設は、可燃性ガスや有毒ガスを取り扱う施設であり、原

子炉施設に接続する水素製造施設では可燃性ガスによる火災爆発や有毒ガスの漏えいといった

高圧ガス災害の発生が想定される。高圧ガス保安法は、公共の安全確保を目的として、水素製

造施設で想定される高圧ガス災害の発生防止や当該災害に対する公共の安全確保のための規制

枠組みや技術基準体系が整備されていることから、原子炉施設に接続する水素製造施設に対し

て、高圧ガス保安法を適用することは合理的であり、水素製造施設を高圧ガス保安法の下で建

設可能であると考えられる。 

 

4.2 水素製造施設への高圧ガス保安法適用の条件 

水素製造施設に対して高圧ガス保安法を適用するために満足すべき条件は、高圧ガス保安

法が適用されることが明白な「原子炉施設の近隣に設置される水素製造施設」と「原子炉施

設に接続された水素製造施設」との相違点が解消される条件に相当すると考えられる。そこ

で、「原子炉施設の近隣に設置される水素製造施設」と「原子炉施設に接続された水素製造

施設」の違いに着目し、その相違点を分析する。 

「原子炉施設の近隣に設置される水素製造施設」と「原子炉施設に接続された水素製造施

設」は、双方とも原子炉施設の近隣に位置するという点では共通しており、原子炉施設の安

全確保の観点では、水素製造施設の異常に起因する影響が空間を伝播して、原子炉施設に与

える影響は同等である。一方で、「原子炉施設に接続された水素製造施設」と「原子炉施設

の近隣に設置される水素製造施設」の安全上の差違は、以下の 4 点である。 

 

 水素製造施設の機器故障が接続配管を介して原子炉施設に与える影響 

 原子炉施設の機器故障が接続配管を介して水素製造施設に与える影響 

 原子炉施設と水素製造施設が構築物を共有する場合に、原子炉施設の異常に起因する構

造物の損傷が水素製造施設に与える影響 
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3.6 節 4)の議論から、設置許可基準規則において規定された安全要件に適合することで、原

子炉施設の水素製造施設異常に対する原子炉の安全を確保する方針である。従って、1 点目の

条件は、設置許可基準規則において規定された安全要件に適合することで達成可能である。ま

た、2 点目の条件は、想定される水素製造施設の加熱量変動に対して、水素製造施設の異常発

生または異常拡大が起こらないよう、水素製造施設の構築物、系統及び機器を設計することで

達成可能である。 

 

 

4.3 高圧ガス保安法の適用範囲 

HTTR-熱利用試験施設の原子炉等規制法及び高圧ガス保安法適用範囲は、以下の 4 ケース

を候補として導出した。また、4 ケースの得失、高圧ガス保安法適用条件を満足する見込み、

経済性を検討した。4 ケースの適用範囲区分や検討結果を Table 11 に示す。 

 

(1) ケース 1 

ケース 1 は、原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲の境界を、2 次ヘリウム冷却設

備の原子炉格納容器隔離弁とし、境界からみて原子炉側の設備に対しては原子炉等規制法、

水素製造施設側の設備に対しては高圧ガス保安法を適用する。ケース 1 のメリットは、ケー

ス 2 からケース 4 と比べて、原子炉等規制法の適用範囲が狭く、プラント全体の建設コスト

が低い点である。また、実用システムと高圧ガス保安法の適用範囲が同じと想定されるため、

HTTR-熱利用試験施設の安全審査において高圧ガス保安法の適用範囲の妥当性が認められれ

ば、実用システムでの再審査が不要となることが見込まれる。ここでは、実用システムとは

2.2 節で示した GTHTR300C を想定している。一方、本ケースを HTTR-熱利用試験施設に適

用する場合、高圧ガス保安法適用条件である「水素製造施設の異常時においても原子炉施設

における通常運転が維持されること」を満足することが困難である。HTTR では、2 次ヘリ

ウム貯蔵供給設備排出弁の誤開や 2 次ヘリウム冷却設備の配管等の破損等の異常事象に対し、

異常を拡大させず事象を終息させるために、異常を検知することを目的として、中間熱交換

器の「1 次・2 次ヘリウム差圧大」や 2 次ヘリウム冷却設備の「2 次ヘリウム流量低」の原子

炉スクラム信号を設定している。HTTR 建設時には 2 次ヘリウム冷却設備の負荷を変動させ

る試験を想定しておらず、通常運転時の条件と上記の原子炉スクラム信号の設定点との差は

保守的に小さく設定されている。従って、高圧ガス保安法適用範囲の 2 次ヘリウム冷却設備

で異常が発生した場合、現行設計では、原子炉スクラム設定値を変更しない限り、原子炉ス

クラム信号が直ちに発信されることとなり、原子炉施設の通常運転が維持できない。 

 

(2) ケース 2 

ケース 2 は、原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲の境界を、2 次ヘリウムバウン

ダリを含む機器の 3 次側出入口弁とし、境界からみて原子炉側の設備に対しては原子炉等規

制法、水素製造施設側の設備に対しては高圧ガス保安法を適用する。原子炉施設の範囲は、

高圧ガス保安法の適用条件を満足するよう、水素製造施設の異常時に原子炉施設が通常運転
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を維持するために必要な機能を有する機器等を包絡するように設定する。水素製造施設の異

常時に原子炉施設が通常運転を維持するために必要な機能は、2 次ヘリウム冷却設備の安全

機能「通常時除熱機能」である。2 次ヘリウム冷却設備の「通常時除熱機能」を維持するに

は、2 次ヘリウムバウンダリの健全性確保及び 2 次ヘリウム冷却設備の熱除去系の維持が必

要である。2 次ヘリウムバウンダリを構成する水蒸気改質器触媒管は差圧設計を採用する必

要があり、水素製造施設異常時に触媒管差圧が増大した状態が長時間継続すると破損に至る

可能性がある。従って、2 次ヘリウムバウンダリの健全性確保には、2 次ヘリウムバウンダ

リを構成する機器に加えて、水蒸気改質器触媒管の内外差圧維持のための不活性ガス供給設
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の健全性確保及び 2 次ヘリウム冷却設備の通常時除熱機能維持に係る系統、設備及び機器は

原子炉施設とする。 

ケース 2 のメリットは、実用システムと同様に 2 次ヘリウム冷却設備に水素製造施設が設

置されることである。一方、デメリットは、将来、HTTR-熱利用試験施設が SR 法による水

素製造施設をカーボンフリー水素製造法による水素製造施設に置き換える際に、原子炉等規

制法適用範囲の境界が変更となるため、原子力規制委員会による安全審査を受ける必要があ

ることが挙げられる。また、HTTR-熱利用試験と実用システムでは高圧ガス保安法の適用範

囲が異なるため、HTTR-熱利用試験の安全審査で高圧ガス保安法の適用範囲の妥当性が認め
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高温構造設計指針」に従い水蒸気改質器の触媒管にハステロイ XR を使用しなければならな

い。従って、ケース 1 に比べて、ケース 2 は原子炉等規制法適用範囲が大きくなり、コスト
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(3) ケース 3 
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して 3 次ヘリウムガスに伝えられ、水素製造施設に供給される。本ケースは、原子炉等規制

法と高圧ガス保安法の適用範囲の境界を、3 次ヘリウム冷却設備に設置する弁とし、境界か

らみて原子炉側の設備に対しては原子炉等規制法、水素製造施設側の設備に対しては高圧ガ

ス保安法を適用する。ケース 3 では、高圧ガス保安法適用範囲での異常に対して、「1 次・2

次ヘリウム差圧」や「2 次ヘリウム流量」等の安全保護系の計測項目の測定値は、通常運転

の範囲内に収まることが予想され、高圧ガス保安法の適用条件を満足する見込みである。ケ

ース 3 のメリットは、将来、本稿における HTTR-熱利用試験とは別に、HTTR にカーボンフ

リー水素製造法による水素製造施設を接続する場合に、設置許可の取合い条件を満足する限

りにおいては、原子力規制委員会の審査が不要となる見込みである点、水蒸気改質器に対し

 

 

3.6 節 4)の議論から、設置許可基準規則において規定された安全要件に適合することで、原

子炉施設の水素製造施設異常に対する原子炉の安全を確保する方針である。従って、1 点目の

条件は、設置許可基準規則において規定された安全要件に適合することで達成可能である。ま

た、2 点目の条件は、想定される水素製造施設の加熱量変動に対して、水素製造施設の異常発
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4.3 高圧ガス保安法の適用範囲 
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経済性を検討した。4 ケースの適用範囲区分や検討結果を Table 11 に示す。 

 

(1) ケース 1 
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備の原子炉格納容器隔離弁とし、境界からみて原子炉側の設備に対しては原子炉等規制法、

水素製造施設側の設備に対しては高圧ガス保安法を適用する。ケース 1 のメリットは、ケー

ス 2 からケース 4 と比べて、原子炉等規制法の適用範囲が狭く、プラント全体の建設コスト

が低い点である。また、実用システムと高圧ガス保安法の適用範囲が同じと想定されるため、

HTTR-熱利用試験施設の安全審査において高圧ガス保安法の適用範囲の妥当性が認められれ

ば、実用システムでの再審査が不要となることが見込まれる。ここでは、実用システムとは

2.2 節で示した GTHTR300C を想定している。一方、本ケースを HTTR-熱利用試験施設に適

用する場合、高圧ガス保安法適用条件である「水素製造施設の異常時においても原子炉施設

における通常運転が維持されること」を満足することが困難である。HTTR では、2 次ヘリ

ウム貯蔵供給設備排出弁の誤開や 2 次ヘリウム冷却設備の配管等の破損等の異常事象に対し、

異常を拡大させず事象を終息させるために、異常を検知することを目的として、中間熱交換

器の「1 次・2 次ヘリウム差圧大」や 2 次ヘリウム冷却設備の「2 次ヘリウム流量低」の原子

炉スクラム信号を設定している。HTTR 建設時には 2 次ヘリウム冷却設備の負荷を変動させ

る試験を想定しておらず、通常運転時の条件と上記の原子炉スクラム信号の設定点との差は

保守的に小さく設定されている。従って、高圧ガス保安法適用範囲の 2 次ヘリウム冷却設備

で異常が発生した場合、現行設計では、原子炉スクラム設定値を変更しない限り、原子炉ス

クラム信号が直ちに発信されることとなり、原子炉施設の通常運転が維持できない。 

 

(2) ケース 2 

ケース 2 は、原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲の境界を、2 次ヘリウムバウン

ダリを含む機器の 3 次側出入口弁とし、境界からみて原子炉側の設備に対しては原子炉等規

制法、水素製造施設側の設備に対しては高圧ガス保安法を適用する。原子炉施設の範囲は、

高圧ガス保安法の適用条件を満足するよう、水素製造施設の異常時に原子炉施設が通常運転
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て高圧ガス保安法が適用され、系統構成が実用システムと類似しているため、実用システム

の実証性が可能となる点で、拡張性が高いことが挙げられる。また、水蒸気改質器の触媒管

に高圧ガス保安法下の技術基準で使用が認められた材料の使用が可能であることも、ケース

3 のメリットである。一方、ケース 3 のデメリットは、実用システムと異なり 3 次ヘリウム

冷却設備に水素製造施設が設置されること、第 2 中間熱交換器を含む 3 次ヘリウム冷却設備

が必要となり、建設コストが高くなることが挙げられる。従って、コストはケース 1 やケー

ス 2 よりも高くなる。 

 

(4) ケース 4 

ケース 4 は、全ての設備に対して原子炉等規制法を適用する。従って、高圧ガス保安法の

適用条件を満足する必要はない。ケース 4 のメリットは、許認可上の課題はないことが挙げ

られる。一方、デメリットは水素製造施設の設備が全て原子炉級となるため、建設コストが

高くなることが挙げられる。また、HTTR-熱利用試験施設の許認可において全ての設備に原

子炉等規制法が適用された場合、実用システムにおいても適用法規は同じとなることが想定

される。この場合、水素製造施設に軽微な仕様変更があった場合においても、その都度原子

力規制委員会による安全審査を受け、許認可を取得する必要があるため、原子力を利用した

水素製造事業のスケジュールやコストの不透明性による投資リスクが高くなり、事業として

の成立が困難となる恐れがある。 

 

今後は、高圧ガス保安法適用範囲の選定に当たり考慮すべき評価項目を設定するとともに、

HTTR-熱利用試験施設の基本設計や安全評価で得られた情報に基づき設定項目の評価を進め、

評価結果を総合的に勘案し、上記 4 ケースの中から高圧ガス保安法適用範囲を選定する。評

価においては、以下項目を考慮する。 

 

 設計の成立性 

 建設コスト 

 実用システムの経済性 

 拡張性 

 

第 5 章以降は、暫定的に原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲の境界を、2 次ヘリ

ウムバウンダリを含む機器の 3 次側出入口弁に設定する候補（ケース 2）を対象に、HTTR-

熱利用試験施設の安全設計の検討結果を示す。 
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Table 10 HTTR-熱利用試験における配管を介して与える影響 
影響の種類 影響の種類 影響 配管を介して与える影響が有意となら

ない条件 
水素製造施

設の故障が

原子炉施設

に与える影

響 

配管を介して

与える影響 
2 次ヘリウム冷却

設備の除熱量増大

水素製造施設の異常に起因する 2 次ヘ

リウム冷却設備の除熱量増大時にも原

子炉施設が通常運転を継続可能である

こと 
2 次ヘリウム冷却

設備の除熱量減少

水素製造施設の異常に起因する 2 次ヘ

リウム冷却設備の除熱量減少時にも原

子炉施設が通常運転を継続可能である

こと 
2 次ヘリウムバウ

ンダリの荷重増大

水素製造施設の異常に起因する 2 次ヘ

リウムバウンダリの荷重増大時にも原

子炉施設が通常運転を継続可能である

こと 
配管を介さず

与える影響 
可燃性ガス火災・

爆発 
― 

有毒ガスによる被

毒 
― 

原子炉施設

の故障が水

素製造施設

に与える影

響 

配管を介して

与える影響 
水素製造施設の加

熱量変動 
原子炉施設の異常に起因する水素製造

施設の加熱量変動時にも水素製造施設

に異常が発生しないこと 
配管を介さず

与える影響 
原子炉施設の構造

物損傷が水素製造

施設に与える影響

― 
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が必要となり、建設コストが高くなることが挙げられる。従って、コストはケース 1 やケー
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(4) ケース 4 

ケース 4 は、全ての設備に対して原子炉等規制法を適用する。従って、高圧ガス保安法の
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られる。一方、デメリットは水素製造施設の設備が全て原子炉級となるため、建設コストが

高くなることが挙げられる。また、HTTR-熱利用試験施設の許認可において全ての設備に原
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水素製造事業のスケジュールやコストの不透明性による投資リスクが高くなり、事業として

の成立が困難となる恐れがある。 
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価においては、以下項目を考慮する。 
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5. HTTR-熱利用試験施設の安全設計 

 

5.1 安全機能の重要度分類の考え方 

HTTR では、水冷却型試験研究用原子炉施設に関する安全設計指針（「研究炉指針」）の添付

「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する基本的な考え方（「重要度

分類の考え方」）」25)を参考に、かつ、HTTR の特徴・経験を踏まえて、安全機能の重要度分類

を定義している。HTTR における安全機能の重要度分類の定義を以下に示す。 

 

 クラス 1 

(1) その損傷又は故障により発生する事象によって燃料の多量の破損を引き起こすおそれ

があり、敷地外への著しい放射性物質の放出のおそれがある SSC（異常発生防止系。

以下「PS」という。） 

(2) 異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する SSC（異常影響

緩和系。以下「MS」という。） 

(3) 安全上必須なその他の SSC（MS） 

 

 クラス 2 

(1) その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こ

すおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれがある SSC（PS） 

(2) PS-2 の構築物、系統及び機器の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放射線の影響

を十分小さくするようにする SSC（MS） 

(3) 異常状態への対応上特に重要な SSC（MS） 

(4) 安全上特に重要なその他の SSC（MS） 

 

 クラス 3 

(1) 異常状態の起因事象となるものであって、PS-1、PS-2 以外の SSC（PS） 

(2) 原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転時に支障のない程度に低く抑える SSC（PS） 

(3) 運転時の異常な過渡変化があっても、MS-1、MS-2とあいまって、事象を緩和する SSC

（MS） 

(4) 異常状態への対応上必要な SSC（MS） 

 

本検討では、HTTR への水素製造施設接続に伴い新規設置または既設改修される SSC を対象

に、当該 SSC の安全機能と HTTR で用いられた安全機能の重要度分類の定義に基づき、安全

機能の重要度分類を導出する。改修されない既設の SSC は、その安全機能に変更がないため、

安全重要度分類に変更はない。また、本検討は、原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲

の境界に対して、ケース 2 の適用を前提とする。 

HTTR-熱利用試験施設では、施設変更に伴い、「2 次冷却系の通常時冷却」機能、「水蒸気改

質器の触媒管差圧維持」機能、「可燃性物質の 2 次ヘリウム冷却設備への侵入防止」機能、「緊
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急時の防災対策上重要なもの及び異常状態の把握」に係る機能が追加または変更となる。水蒸

気改質器、蒸気過熱器、蒸気発生器、ヘリウム冷却器、放熱器及び水素製造施設異常時の代替

除熱に係る SSCは、水素製造施設異常時を含めた原子炉施設の通常運転時に 2次ヘリウム冷却

設備の通常時除熱機能である「2 次冷却系の通常時冷却」機能を有する。不活性ガス供給系、

水蒸気改質器 3 次側に設置される遮断弁、弁等の操作に係る計測制御系や電源系は、「水蒸気

改質器の触媒管差圧維持」機能を有する。原子炉建家隔離弁及び原子炉建家隔離弁の操作に係

る計測制御系並びに電源系は、水蒸気改質器触媒管破損時に 2 次ヘリウム冷却設備配管を介し

て、水素製造施設から原子炉建家内に可燃性物質が侵入することを防止するための機能である

「可燃性物質の 2 次ヘリウム冷却設備への侵入防止」機能を有する。水蒸気改質器と遮断弁ま

での配管に内包される可燃性物質に起因する内部火災への対策に係る消火設備は、「緊急時の

防災対策上重要なもの及び異常状態の把握」に係る機能を有する。 

以上から、HTTR-熱利用試験では、水素製造施設の接続に伴い、新規設置または既設改修

される SSC の安全機能及び各安全機能の喪失時に想定される影響を考慮し、HTTR における安

全機能の重要度分類の定義を基に適切な重要度分類を行う。なお、高圧ガス保安法を適用する

一般産業施設に対しては、安全機能の重要度分類は適用外とする。 

 

 

5.2 耐震設計上の重要度分類の考え方 

HTTR-熱利用試験施設における既設改修設備の耐震設計上の重要度分類は、HTTR と同様に、

「試験研究用等原子炉施設に係る耐震重要度分類の考え方」27)に基づき、設定する。但し、設

計用地震動は、地震に対する波及的影響を考慮して定める。 

HTTR で用いた耐震設計上の重要度分類の判定方法のフロー図を Fig.5 に示す。本フロー図

を適用し〈停止機能→冷却機能→閉じ込め機能〉の順で機能喪失した場合の放射線影響の有無

によって S クラスに分類するかを判定する。また、〈停止機能→閉じ込め機能→冷却機能〉の

順でも同様に実施した上で分類する。B クラスの施設・機器等を選定する場合に対する本フロ

ー図の適用では、「過度の放射線被ばくを及ぼすおそれ」とあるのは、「敷地周辺の公衆が被ば

くする実効線量が発生事故当たり 50 マイクロシーベルト以上であるおそれ」と読み替えて判

定する。 

原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲の境界として、ケース 2 を適用する場合、

HTTR-熱利用試験では、原子炉格納容器バウンダリを形成する配管及び原子炉格納容器隔離

弁を新規に設置する。当該 SSC は放射性物質の閉じ込め機能を有する。また、HTTR-熱利用

試験では、追加又は変更となる「2 次冷却系の通常時冷却」機能、「水蒸気改質器の触媒管差

圧維持」機能、「可燃性物質の 2 次ヘリウム冷却設備への侵入防止」機能、「緊急時の防災対策

上重要なもの及び異常状態の把握」に係る機能を有する安全施設を新規設置または既設改修す

る。これらの安全施設に関して、HTTR において用いられた耐震設計上の重要度分類の判定方

法を用いて、耐震設計上の重要度分類を実施する。なお、内部火災に対する防護対策では地震

時においては、火災源として耐震 B、C クラスの機器を想定することが求められている 28)。 

従って、耐震 B、C クラスで想定される地震動を超える地震に対して、内部火災対策のために
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分類の考え方」）」25)を参考に、かつ、HTTR の特徴・経験を踏まえて、安全機能の重要度分類

を定義している。HTTR における安全機能の重要度分類の定義を以下に示す。 
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(1) その損傷又は故障により発生する事象によって燃料の多量の破損を引き起こすおそれ

があり、敷地外への著しい放射性物質の放出のおそれがある SSC（異常発生防止系。

以下「PS」という。） 

(2) 異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する SSC（異常影響

緩和系。以下「MS」という。） 

(3) 安全上必須なその他の SSC（MS） 

 

 クラス 2 

(1) その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こ

すおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれがある SSC（PS） 

(2) PS-2 の構築物、系統及び機器の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放射線の影響

を十分小さくするようにする SSC（MS） 

(3) 異常状態への対応上特に重要な SSC（MS） 

(4) 安全上特に重要なその他の SSC（MS） 

 

 クラス 3 

(1) 異常状態の起因事象となるものであって、PS-1、PS-2 以外の SSC（PS） 

(2) 原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転時に支障のない程度に低く抑える SSC（PS） 

(3) 運転時の異常な過渡変化があっても、MS-1、MS-2とあいまって、事象を緩和する SSC

（MS） 

(4) 異常状態への対応上必要な SSC（MS） 

 

本検討では、HTTR への水素製造施設接続に伴い新規設置または既設改修される SSC を対象

に、当該 SSC の安全機能と HTTR で用いられた安全機能の重要度分類の定義に基づき、安全

機能の重要度分類を導出する。改修されない既設の SSC は、その安全機能に変更がないため、

安全重要度分類に変更はない。また、本検討は、原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲

の境界に対して、ケース 2 の適用を前提とする。 

HTTR-熱利用試験施設では、施設変更に伴い、「2 次冷却系の通常時冷却」機能、「水蒸気改

質器の触媒管差圧維持」機能、「可燃性物質の 2 次ヘリウム冷却設備への侵入防止」機能、「緊
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設ける「緊急時の防災対策上重要なもの及び異常状態の把握」に係る機能が維持できるよう、

当該機能を有する SSC の設計用地震動を設定する。高圧ガス保安法を適用する一般産業施設

は、耐震設計上の重要度分類の適用外とする。改修されない既設の SSC は、その安全機能に

変更がないため、耐震設計上の重要度分類に変更はない。 

 

 

5.3 重要安全施設選定の考え方 

重要安全施設は、安全機能を有する安全施設のうち特に安全機能の重要度が高いものであ

り、試験炉設置許可基準規則第 6 条第 2 項、第 12 条第 2 項及び第 28 条第 1 項の要求事項を満

たすことが求められる。HTTR では、重要安全施設の選定に当たっては、以下に示す HTTR の

固有の安全性を考慮した安全確保のために必要な機能を確保できるよう考慮している。 

 

(1) 原子炉の緊急停止機能 

(2) 放射性物質の閉じ込め機能 

(3) 原子炉の停止及び放射性物質の閉じ込めの状態監視に必要な監視機能 

(4) 原子炉建家使用済燃料貯蔵プールの貯蔵機能 

 

試験炉設置許可基準規則第 6 条第 2 項に規定されている重要安全施設は、当該重要安全施設

に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する

衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮するよう設計することが求められている。

HTTR の第 6 条に関する重要安全施設には、試験炉設置許可基準規則の解釈に従い、「研究炉

の重要度分類の考え方」の「 4.(1) 自然現象に対する設計上の考慮」を参考に、クラス 1 の系

統、また PS-2 のうち機能喪失時に周辺公衆へ過度の被ばくを及ぼす可能性のある系統及び

MS-2 のうち設計基準事故時にプラント状態を把握する機能を有する系統を選定している。 

試験炉設置許可基準規則第 12 条第 2 項に規定されている安全機能の重要度が特に高い安全

機能を有する安全施設は、同規則において、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障が発

生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構

成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び

独立性を確保するよう設計することが求められている。HTTR の第 12 条に係る重要安全施設

は、試験炉設置許可基準規則の解釈に従い、「研究炉の重要度分類の考え方」の「 4.(2)信頼性

に対する設計上の考慮」を参考に、通常運転時に開であって閉動作によって原子炉冷却材圧力

バウンダリの一部を形成する PS-1 の弁、MS-1 の系統 MS-2 のうち、異常状態発生時に、過度

の放射線影響を防止するために必要な異常の影響緩和機能を果たすべき系統及び設計基準事故

時のプラント状態を把握する機能を有する系統を選定している。 

試験炉設置許可基準規則第 28 条第 1 項に規定されている重要安全施設は、その機能を達成

するために電源を必要とする場合には、商用電源又は非常用電源のいずれからも電気の供給を

受けられる設計とすることが求められている。第 28 条に関する重要安全施設には、試験炉設

置許可基準規則の解釈に従い、「研究炉の重要度分類の考え方」の「 4.(3) 電気系統に対する設
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計上の考慮」を参考に、通常運転時に開であって閉動作によって原子炉冷却材圧力バウンダリ

の一部を形成する PS-1 の弁、MS-1 の系統、MS-2 のうち、異常状態発生時に、過度の放射線

影響を防止するために必要な異常の影響緩和機能を果たすべき系統及び設計基準事故時のプラ

ント状態を把握する機能を有する系統を選定している。第 28 条に関する重要安全施設として

選定される系統は、第 12 条に関する重要安全施設と同じ系統が選定されている。 

HTTR-熱利用試験では、安全機能を有する既設改修設備を対象に、HTTR と同じ選定方法に

従って、安全機能やその重要度分類を基に、重要安全施設への該非を判定する。判定フローを

Fig.6 に示す。一方、改修されない既設の SSC は、その安全機能に変更がないため、重要安全

施設に選定される SSC に変更はない。 

 

 

5.4 原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

5.4.1 外的事象の防護方針 

HTTR-熱利用試験施設の安全設計で新たに考慮すべき外的事象に関して、それぞれ防護対

策基本方針の現行からの変更点を整理する。新たに考慮すべき外的事象は、内部ハザードであ

る内部火災、外部ハザードである自然事象及び外部人為事象である。HTTR-熱利用試験施設

の安全設計において新たに防護方針を検討すべき外部ハザードは、竜巻、航空機落下、森林火

災、近隣工場の火災、有毒ガスである。本検討では、防護対策基本方針の現行からの変更点を、

試験炉設置許可基準規則の安全要件、現行の HTTR における防護対策の基本方針、HTTR-熱利

用試験施設における施設変更による防護対象や想定シナリオの変更点を考慮した HTTR-熱利

用試験施設における防護対策の基本方針の観点から整理する。また、本検討は、原子炉等規制

法と高圧ガス保安法の適用範囲の境界に対して、ケース 2 を適用することを前提とする。 

 

(1) 内部ハザード（内部火災） 

 安全要件 

原子炉施設における内部火災に係る、試験炉設置許可基準規則 6)の安全要件を以下に示す。 

（火災による損傷の防止） 

第八条 試験研究用等原子炉施設は、火災により当該試験研究用等原子炉施設の安全性が損な

われないよう、必要に応じて、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を

感知する設備及び消火を行う設備(以下「消火設備」という。)並びに火災の影響を軽減する機

能を有するものでなければならない。 

2 消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても試験研究用等原子炉を安全に

停止させるための機能を損なわないものでなければならない。 

 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

 現行の HTTR では、内部火災により原子炉施設における安全施設が安全機能を損なわれない

ようにするため、火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減の三方策を適切に組

み合わせた火災防護対策を実施している。三方策のうち、まず火災の発生防止では、延焼性及

 

 

設ける「緊急時の防災対策上重要なもの及び異常状態の把握」に係る機能が維持できるよう、

当該機能を有する SSC の設計用地震動を設定する。高圧ガス保安法を適用する一般産業施設

は、耐震設計上の重要度分類の適用外とする。改修されない既設の SSC は、その安全機能に

変更がないため、耐震設計上の重要度分類に変更はない。 

 

 

5.3 重要安全施設選定の考え方 

重要安全施設は、安全機能を有する安全施設のうち特に安全機能の重要度が高いものであ

り、試験炉設置許可基準規則第 6 条第 2 項、第 12 条第 2 項及び第 28 条第 1 項の要求事項を満

たすことが求められる。HTTR では、重要安全施設の選定に当たっては、以下に示す HTTR の

固有の安全性を考慮した安全確保のために必要な機能を確保できるよう考慮している。 

 

(1) 原子炉の緊急停止機能 

(2) 放射性物質の閉じ込め機能 

(3) 原子炉の停止及び放射性物質の閉じ込めの状態監視に必要な監視機能 

(4) 原子炉建家使用済燃料貯蔵プールの貯蔵機能 

 

試験炉設置許可基準規則第 6 条第 2 項に規定されている重要安全施設は、当該重要安全施設

に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する

衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮するよう設計することが求められている。

HTTR の第 6 条に関する重要安全施設には、試験炉設置許可基準規則の解釈に従い、「研究炉

の重要度分類の考え方」の「 4.(1) 自然現象に対する設計上の考慮」を参考に、クラス 1 の系

統、また PS-2 のうち機能喪失時に周辺公衆へ過度の被ばくを及ぼす可能性のある系統及び

MS-2 のうち設計基準事故時にプラント状態を把握する機能を有する系統を選定している。 

試験炉設置許可基準規則第 12 条第 2 項に規定されている安全機能の重要度が特に高い安全

機能を有する安全施設は、同規則において、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障が発

生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構

成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び

独立性を確保するよう設計することが求められている。HTTR の第 12 条に係る重要安全施設

は、試験炉設置許可基準規則の解釈に従い、「研究炉の重要度分類の考え方」の「 4.(2)信頼性

に対する設計上の考慮」を参考に、通常運転時に開であって閉動作によって原子炉冷却材圧力

バウンダリの一部を形成する PS-1 の弁、MS-1 の系統 MS-2 のうち、異常状態発生時に、過度

の放射線影響を防止するために必要な異常の影響緩和機能を果たすべき系統及び設計基準事故

時のプラント状態を把握する機能を有する系統を選定している。 

試験炉設置許可基準規則第 28 条第 1 項に規定されている重要安全施設は、その機能を達成

するために電源を必要とする場合には、商用電源又は非常用電源のいずれからも電気の供給を

受けられる設計とすることが求められている。第 28 条に関する重要安全施設には、試験炉設

置許可基準規則の解釈に従い、「研究炉の重要度分類の考え方」の「 4.(3) 電気系統に対する設
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び自己消火性を有する難燃ケーブルを使用している。次に、三方策のうち火災の感知及び消火

に関して、発電用原子炉施設の火災防護基準 28)を参考として、熱感知器や煙感知器を、火災

区画内の全ての場所からの発火を検知できるよう設置している。また、火災の消火に関しては、

二酸化炭素消火設備、消火器、屋内消火栓及び屋外消火栓を設置している。最後に、三方策の

うち火災の影響軽減では、火災により他の区域・区画の火災防護対象設備に影響を及ぼさない

よう、耐火壁、耐火扉、防火ダンパ、貫通部シールによって区域・区画を分離している。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験施設の水蒸気改質器は、新たな火災発生源であり、天然ガスや水素を主

成分とする可燃性ガスを保有する。そのため、HTTR-熱利用試験施設では、HTTR における防

護対策の基本方針を参考に、水蒸気改質器内の可燃性ガスを発生源とする内部火災により、原

子炉施設の安全施設が安全機能を損なわないようにするため、(1)火災発生防止、(2)火災感知

及び消火、(3)火災の影響軽減の三方策を適切に組み合わせた火災防護対策を追加で実施する

方針とする。内部火災から防護すべき安全施設の安全機能は、試験炉設置許可基準規則の解釈

において、試験研究用等原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、ま

た、停止時の状態維持、使用済燃料貯蔵槽のプール冷却機能及びプールへの給水機能を維持で

きることとされている。HTTR-熱利用試験施設の施設変更箇所に、内部火災から防護すべき

安全施設の安全機能を有する SSC はない。従って、内部火災から防護すべき安全施設の安全

機能を有する SSC には、HTTR と同じ SSC が選定される。実用炉の内部火災防護対策を参考

に作成した、HTTR-熱利用試験施設の火災防護対策案を Table 12 に示す。 

水蒸気改質器が内包する可燃性ガスを起因とした火災の燃焼形態のひとつとして、爆発が

想定される。原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 27)は、爆発に対する影響評価手法を提

示していない。一方、実用軽水炉の安全審査では、内部火災防護対策として、発電機水素ガス

供給設備から漏えいした水素ガスにより爆轟が発生した場合でも、安全機能を有する SSC を

内包する火災区域を、十分な離隔距離で分離することで、安全機能に影響を及ぼさない設計と

する方針が、安全要件に適合していることが認められた例がある 29)。 

そこで、HTTR-熱利用試験施設でも、可燃性ガスの爆発が想定される内部火災への対策と

して、防護対象が想定される可燃性ガスの爆発中心から危険距離以上の離隔距離を確保する設

計とする。火災爆発シナリオは、プロセスや操作における危険源の抽出に用いられる手法

HAZard and OPerability studies（HAZOP）を用いることで系統的に導出する。離隔距離の判断

基準には、実用炉と同様に、可燃性ガスの爆発により生じる爆風圧が、強化されていない厚さ

約 20-30cm のブロックがせん断や撓みにより破損する圧力の最小値である 50kPa29),30)となる時

の、爆発中心からの距離（危険距離）を用いる。危険距離は、TNT 等価法に基づく、以下の

爆風圧と距離の関係式を用いて評価する。 

 

𝐿𝐿 𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�𝐾𝐾𝐾𝐾�
�  

L：爆風中心からの距離（m） 

λ：換算距離（m/kg1/3）※爆風圧 50kPa では 4.74m/kg1/3 
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WG：可燃性ガスの流出量（t） 

K：換算係数（水素：286000030)／メタン：71400030)） 

 

 

(2) 外部ハザード 

 安全要件 

外部ハザードに係る試験炉設置許可基準規則の安全要件を以下に示す。 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)が発生した場合においても安

全機能を損なわないものでなければならない。 

2 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮した

ものでなければならない。 

3 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される試験研究用等原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に

対して安全機能を損なわないものでなければならない。 

 

【竜巻】 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

原子炉施設は、供用期間中に極めてまれであっても、その発生により原子炉施設に影響を

与える竜巻として原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 31)を参考に想定した竜巻に対して原子

炉の安全性を損なわない設計とする。竜巻に対する防護設計としては、竜巻に対して、HTTR

の安全上の特徴を考慮し「原子炉の緊急停止」「放射性物質の閉じ込め（冷却材圧力バウンダ

リ）」「監視機能」及び「使用済燃料の貯蔵」機能を有する安全施設を竜巻防護施設として防護

する方針としている。また、竜巻防護施設は原子炉建家及び使用済燃料貯蔵建家が内包するた

め、これら建家の外殻が、設計竜巻の風圧力及び気圧差による荷重、選定された飛来物（鋼製

材及び鋼製パイプ）の衝撃荷重に耐えることができることを確認した。飛来物となる可能性の

あるもののうち、飛来した場合の運動エネルギーが設計飛来物よりも大きい飛来物は、飛来物

のサイズや剛性を考慮し、事前に隔離、撤去、固縛、固定を行い、竜巻の接近が予測された場

合には、原子炉の停止操作を行う方針としている。また竜巻により商用電源が喪失する可能性

があり、非常用発電機も起動できない場合は、蓄電池により原子炉停止後の状態を監視する。

蓄電池枯渇後は、可搬型計器、可搬型発電機を用いて必要な監視を継続する。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験施設における竜巻防護対策の変更点は、水素製造施設建家の接続に伴い

新設される SSC、またはその一部が、新たな竜巻飛来物として想定される点である。竜巻防護

施設は、基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 32)の重要度分類における耐震 S クラ

 

 

び自己消火性を有する難燃ケーブルを使用している。次に、三方策のうち火災の感知及び消火

に関して、発電用原子炉施設の火災防護基準 28)を参考として、熱感知器や煙感知器を、火災

区画内の全ての場所からの発火を検知できるよう設置している。また、火災の消火に関しては、

二酸化炭素消火設備、消火器、屋内消火栓及び屋外消火栓を設置している。最後に、三方策の

うち火災の影響軽減では、火災により他の区域・区画の火災防護対象設備に影響を及ぼさない

よう、耐火壁、耐火扉、防火ダンパ、貫通部シールによって区域・区画を分離している。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験施設の水蒸気改質器は、新たな火災発生源であり、天然ガスや水素を主

成分とする可燃性ガスを保有する。そのため、HTTR-熱利用試験施設では、HTTR における防

護対策の基本方針を参考に、水蒸気改質器内の可燃性ガスを発生源とする内部火災により、原

子炉施設の安全施設が安全機能を損なわないようにするため、(1)火災発生防止、(2)火災感知

及び消火、(3)火災の影響軽減の三方策を適切に組み合わせた火災防護対策を追加で実施する

方針とする。内部火災から防護すべき安全施設の安全機能は、試験炉設置許可基準規則の解釈

において、試験研究用等原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、ま

た、停止時の状態維持、使用済燃料貯蔵槽のプール冷却機能及びプールへの給水機能を維持で

きることとされている。HTTR-熱利用試験施設の施設変更箇所に、内部火災から防護すべき

安全施設の安全機能を有する SSC はない。従って、内部火災から防護すべき安全施設の安全

機能を有する SSC には、HTTR と同じ SSC が選定される。実用炉の内部火災防護対策を参考

に作成した、HTTR-熱利用試験施設の火災防護対策案を Table 12 に示す。 

水蒸気改質器が内包する可燃性ガスを起因とした火災の燃焼形態のひとつとして、爆発が

想定される。原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 27)は、爆発に対する影響評価手法を提

示していない。一方、実用軽水炉の安全審査では、内部火災防護対策として、発電機水素ガス

供給設備から漏えいした水素ガスにより爆轟が発生した場合でも、安全機能を有する SSC を

内包する火災区域を、十分な離隔距離で分離することで、安全機能に影響を及ぼさない設計と

する方針が、安全要件に適合していることが認められた例がある 29)。 

そこで、HTTR-熱利用試験施設でも、可燃性ガスの爆発が想定される内部火災への対策と

して、防護対象が想定される可燃性ガスの爆発中心から危険距離以上の離隔距離を確保する設

計とする。火災爆発シナリオは、プロセスや操作における危険源の抽出に用いられる手法

HAZard and OPerability studies（HAZOP）を用いることで系統的に導出する。離隔距離の判断

基準には、実用炉と同様に、可燃性ガスの爆発により生じる爆風圧が、強化されていない厚さ

約 20-30cm のブロックがせん断や撓みにより破損する圧力の最小値である 50kPa29),30)となる時

の、爆発中心からの距離（危険距離）を用いる。危険距離は、TNT 等価法に基づく、以下の

爆風圧と距離の関係式を用いて評価する。 

 

𝐿𝐿 𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�𝐾𝐾𝐾𝐾�
�  

L：爆風中心からの距離（m） 

λ：換算距離（m/kg1/3）※爆風圧 50kPa では 4.74m/kg1/3 
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スの SSC、並びに竜巻防護施設に対して波及的影響を及ぼし得る施設とすることが求められて

いる 28)。HTTR-熱利用試験施設に新規設置される耐震 S クラスの SSC はないことから、竜巻

防護施設は現行の HTTR から変更はない。竜巻防護の基本方針としては、竜巻飛来物として想

定される新設 SSC の一部は固縛、固定し、竜巻飛来物として想定される新設 SSC の内、固縛、

固定を行わない新設 SSC は、竜巻防護施設との離隔及び竜巻防護施設への影響評価を実施し、

影響が許容範囲内であることを確認する。竜巻防護施設への影響評価では、HTTR と同じ設計

竜巻における竜巻飛来物の浮き上がりの有無、飛来距離及び飛来速度を評価し、竜巻飛来物が

竜巻防護施設である原子炉建家の外殻に衝突することによる貫通や裏面剥離の影響を評価する。 

 

【航空機落下】 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

原子炉施設への航空機の落下確率は、実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基

準に関して 33)等に基づき評価した。航空機の落下確率の評価に用いる標的面積の算出には、

原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔を考慮した。航空機落下は、現行では HTTR 周辺

の飛行場としては、南南西約 15km の地点にある茨城空港及び自衛隊百里飛行場がある。

HTTR 上空に保護空域が重なる航空路等としては、航空路（R211）、直行経路（IXE-SWAMP）

及び RNAV経路（Y30、Y108）があり、HTTRへ航空機が落下する確率は、約 6.0×10-8 回/炉・

年 16)であり、防護設計の要否を判断する基準である 10-7 回/炉・年 33)を超えないことから、航

空機落下に対する防護措置は必要ないことを確認した。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験施設では、HTTR からの施設変更により、2 次ヘリウム冷却設備配管及び

水素製造施設建家、LNG タンク等が新たに設置される。原子炉施設への航空機落下に対する

影響評価では、航空機落下事故時の安全性を確保する観点から大量の放射性物質を蓄えている

炉心や使用済燃料プールを保護すること、並びに、原子炉の安全停止（炉心冷却も含む。）を

確保することの重要性が指摘されている 34)。HTTR-熱利用試験における新設設備に、大量の

放射性物質を蓄えている炉心や使用済燃料プールの保護及び原子炉の安全停止（炉心冷却も含

む。）の確保に係る安全機能を有する SSC はないため、航空機落下の標的対象及び標的面積は

現行 HTTR での想定または評価結果から変更はない。従って、航空機落下確率も現行 HTTRと

変わらず、航空機落下確率は約 6.0×10-8 回/炉・年であり、防護設計の要否を判断する基準で

ある 10-7 回/炉・年 33),34)を超えないことから、航空機落下に対する防護措置は必要ないと考え

られる。 

 

【森林火災】 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

HTTR における原子炉施設は、想定される外部火災の発生を想定しても、安全施設の安全機

能を損なわない設計としている。外部火災から防護する安全施設は、安全機能の重要度分類が

クラス 1 、クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物、系統及び機器である。このうち、重要安全
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施設を内包する原子炉建家及び使用済燃料貯蔵設備を内包する使用済燃料貯蔵建家並びに冷却

塔及び排気筒に関しては、外部火災に対して外殻のコンクリート表面温度を評価し、防火帯を

設けること等によりコンクリート表面温度を許容温度以下とすることで安全施設の安全機能を

損なわない設計とした。コンクリート表面温度の評価は、原子力発電所の外部火災影響評価ガ

イドを参考にした。森林火災等の熱影響に対し、原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家、冷却塔及

び排気塔の周囲に防火帯を確保することで延焼を防止するとともに、原子炉建家、使用済燃料

貯蔵建家、冷却塔及び排気塔の外殻コンクリート表面温度は、許容温度以下であり、安全施設

の安全機能を損なわないことを確認した。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験施設における森林火災に対する防護対策の基本方針は、HTTR-熱利用試

験施設での施設変更に伴い、現行 HTTR における基本方針から、防護対象が変更となる。外部

火災防護対象であるクラス 1 からクラス 3 の安全機能を有する安全施設は、防火帯内側に設置

する。クラス 1 及びクラス 2 の外部火災防護対象は、建家内の設備に関しては、建家のコンク

リート壁の熱影響評価を、屋外設備に関しては、各機器に対する熱影響の評価を実施する。ク

ラス 3 の外部火災防護対象は代替手段により安全機能を確保する方針とする。 

 

【近隣工場等の火災・爆発】 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

近隣の産業施設の火災・爆発に対して、安全施設が安全機能を損なわない設計とする。外

部火災評価ガイド 35)を参考に、これらの火災・爆発に対しては、敷地外近隣に存在する石油

コンビナート等の火災・爆発及び敷地内の危険物貯蔵設備等の火災を考慮した評価を実施した。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験施設の水素製造施設は、原料ガス系及び生成ガス系、触媒還元用水素タ

ンク、LNG 配管、LNG タンクに可燃性物質を内包するため、新たに当該可燃性物質を起因と

した火災・爆発を想定する必要がある。火災爆発シナリオは、HAZOP を用いることで系統的

に導出する。導出された火災爆発シナリオによる防護対象への影響評価を実施し、十分な離隔

距離を確保するよう設計する。火災影響の評価方法は原子力発電所の外部火災評価ガイド 35)

を参考とする。LNGタンク及び LNGタンク-水素製造建家間配管は地下設置とし、十分な耐熱

性及び強度を有する材質の屋根を設けることで、LNG タンクから漏えいした LNG による液面

火災による影響は評価対象外とする。残る評価対象は可燃性ガスのため、爆発事象を想定する。

更に、可燃性物質を内包する新設 SSC は、それぞれ高圧ガス保安法に基づく火災対策（緊急

遮断弁や隔壁の設置等）を実施する。 

 

【有毒ガス】 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

現行 HTTR の敷地内に、有毒ガスの発生源になると考えられる有毒物質を保管する大規模な

 

 

スの SSC、並びに竜巻防護施設に対して波及的影響を及ぼし得る施設とすることが求められて

いる 28)。HTTR-熱利用試験施設に新規設置される耐震 S クラスの SSC はないことから、竜巻

防護施設は現行の HTTR から変更はない。竜巻防護の基本方針としては、竜巻飛来物として想

定される新設 SSC の一部は固縛、固定し、竜巻飛来物として想定される新設 SSC の内、固縛、

固定を行わない新設 SSC は、竜巻防護施設との離隔及び竜巻防護施設への影響評価を実施し、

影響が許容範囲内であることを確認する。竜巻防護施設への影響評価では、HTTR と同じ設計

竜巻における竜巻飛来物の浮き上がりの有無、飛来距離及び飛来速度を評価し、竜巻飛来物が

竜巻防護施設である原子炉建家の外殻に衝突することによる貫通や裏面剥離の影響を評価する。 

 

【航空機落下】 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

原子炉施設への航空機の落下確率は、実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基

準に関して 33)等に基づき評価した。航空機の落下確率の評価に用いる標的面積の算出には、

原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔を考慮した。航空機落下は、現行では HTTR 周辺

の飛行場としては、南南西約 15km の地点にある茨城空港及び自衛隊百里飛行場がある。

HTTR 上空に保護空域が重なる航空路等としては、航空路（R211）、直行経路（IXE-SWAMP）

及び RNAV経路（Y30、Y108）があり、HTTRへ航空機が落下する確率は、約 6.0×10-8 回/炉・

年 16)であり、防護設計の要否を判断する基準である 10-7 回/炉・年 33)を超えないことから、航

空機落下に対する防護措置は必要ないことを確認した。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験施設では、HTTR からの施設変更により、2 次ヘリウム冷却設備配管及び

水素製造施設建家、LNG タンク等が新たに設置される。原子炉施設への航空機落下に対する

影響評価では、航空機落下事故時の安全性を確保する観点から大量の放射性物質を蓄えている

炉心や使用済燃料プールを保護すること、並びに、原子炉の安全停止（炉心冷却も含む。）を

確保することの重要性が指摘されている 34)。HTTR-熱利用試験における新設設備に、大量の

放射性物質を蓄えている炉心や使用済燃料プールの保護及び原子炉の安全停止（炉心冷却も含

む。）の確保に係る安全機能を有する SSC はないため、航空機落下の標的対象及び標的面積は

現行 HTTR での想定または評価結果から変更はない。従って、航空機落下確率も現行 HTTRと

変わらず、航空機落下確率は約 6.0×10-8 回/炉・年であり、防護設計の要否を判断する基準で

ある 10-7 回/炉・年 33),34)を超えないことから、航空機落下に対する防護措置は必要ないと考え

られる。 

 

【森林火災】 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

HTTR における原子炉施設は、想定される外部火災の発生を想定しても、安全施設の安全機

能を損なわない設計としている。外部火災から防護する安全施設は、安全機能の重要度分類が

クラス 1 、クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物、系統及び機器である。このうち、重要安全
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屋外タンクや運搬するタンクローリー等を保有していないため、敷地内を発生源とした有毒ガ

スの影響を考慮する必要はない。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験では、新たに一酸化炭素（メタン水蒸気改質反応の副生成物）及びブタ

ン（LNG の含有物）の有毒ガス源または有毒ガス発生源が存在するため、その影響を考慮す

る必要がある。有毒ガス漏えいによる原子炉施設への影響評価は、有毒ガス防護に係る影響評

価ガイド 36)を参考にして実施する。 

有毒ガスが環境に漏えいし、大気拡散により原子炉施設に接近後、換気空調系空気取入口

を通して、制御室に侵入する恐れがある。よって、有毒ガス漏えい時に、適切な対応措置をと

るため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をと

るための操作を行うことができなければならない。従って、有毒ガスに対する防護として、原

子炉制御室内の有毒ガス濃度が、従事者の健康状態に影響がないことを確認する。判断指標と

判断基準の関係を表す式を以下に示す 36)。 

 

� 𝐶𝐶�
𝐶𝐶������ < 1.0

�
 

 

ここで、𝐶𝐶は制御室における有毒ガス濃度、添え字𝑖𝑖は有毒ガスの種類、添え字 IDLH は有毒ガ

スの種類ごとの許容濃度であり、一酸化炭素に対しては 1200ppm37)、n-ブタンに対しては

1600ppm38)を用いる。 

 

 

5.4.2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

 試験研究炉用等原子炉施設に対して、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止に関する、試験炉設置許可基準規則の安全要件を以下に示す。 

 

(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)  

第十三条 試験研究用等原子炉施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、試験研究用等原子炉

施設を通常運転時の状態に移行することができるものとすること。 

二 設計基準事故時において次に掲げるものであること。 

イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるも

のであること。 

ロ 設計基準事故により当該設計基準事故以外の設計基準事故に至るおそれがある異常を生じ

ないものであること。 

ハ 試験研究用等原子炉施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。 
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この安全要件に対して、HTTR では運転時の異常な過渡変化（AOO）及び設計基準事故

（DBA）に関して解析を行い、判断基準を満足する設計とすることで、その安全設計の基本

方針の妥当性を確認した。具体的には、AOO 及び DBA の判断基準を超過するおそれのある異

常事象とその起因事象を同定し、起因事象を対象とした安全解析を行った。次に、安全解析結

果に基づき、異常事象ごとに、 AOO及び DBA の判断基準に対応する評価項目がもっとも厳し

い結果となる起因事象を代表事象として選定した。選定された AOO及び DBAの代表事象が判

断基準を満足することを確認し、試験炉設置許可基準規則に適合していることを確認した。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験施設内の原子炉施設では、HTTR-熱利用試験施設における施設変更箇所

を対象に異常事象及び起因事象の摘出、新たな起因事象を対象とした安全解析、代表事象の選

定を実施し、選定された代表事象が判断基準を満足することを確認することにより、HTTR-

熱利用試験施設の安全設計の基本方針の妥当性を確認する。安全評価の流れを Fig.7 に示す。 

HTTR における AOO 及び DBA の判断基準を以下に示す。判断基準は、燃料や炉心、原子炉

冷却材圧力バウンダリの破損及び周辺公衆に対する放射線被ばくのリスクの観点から定められ

ている。HTTR-熱利用試験施設における既設改修及び新設箇所に、AOO 及び DBA の判断基準

に対応する評価項目に影響を与える機器及び設備は含まれないため、HTTR-熱利用試験施設

においても、HTTR と同じ判断基準を用いることができる。 

 

【AOO】 

(1) 燃料最高温度は、燃料粒子被覆層の有意な破損及び著しい劣化を生じさせる温度以下であ

ること。 

(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、設計上の最高使用圧力の 1.1 倍以下である

こと。 

(3) 原子炉冷却材圧力バウンダリの温度は、使用する金属が十分に安定した強度を確保できる

温度以下であること。 

 

【DBA】 

(1) 炉心は著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能であること。 

(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、設計上の最高使用圧力の 1.2 倍以下である

こと。 

(3) 原子炉冷却材圧力バウンダリの温度は、設計上の制限温度以下であること。 

(4) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力以下であること。 

(5) 周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 

 

AOO 及び DBA の判断基準を超過するおそれのある異常事象とその起因事象の摘出は、

HTTR で用いられた方法と同じ方法・手順で実施する。 

 

 

 

屋外タンクや運搬するタンクローリー等を保有していないため、敷地内を発生源とした有毒ガ

スの影響を考慮する必要はない。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験では、新たに一酸化炭素（メタン水蒸気改質反応の副生成物）及びブタ

ン（LNG の含有物）の有毒ガス源または有毒ガス発生源が存在するため、その影響を考慮す

る必要がある。有毒ガス漏えいによる原子炉施設への影響評価は、有毒ガス防護に係る影響評

価ガイド 36)を参考にして実施する。 

有毒ガスが環境に漏えいし、大気拡散により原子炉施設に接近後、換気空調系空気取入口

を通して、制御室に侵入する恐れがある。よって、有毒ガス漏えい時に、適切な対応措置をと

るため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をと

るための操作を行うことができなければならない。従って、有毒ガスに対する防護として、原

子炉制御室内の有毒ガス濃度が、従事者の健康状態に影響がないことを確認する。判断指標と

判断基準の関係を表す式を以下に示す 36)。 

 

� 𝐶𝐶�
𝐶𝐶������ < 1.0

�
 

 

ここで、𝐶𝐶は制御室における有毒ガス濃度、添え字𝑖𝑖は有毒ガスの種類、添え字 IDLH は有毒ガ

スの種類ごとの許容濃度であり、一酸化炭素に対しては 1200ppm37)、n-ブタンに対しては

1600ppm38)を用いる。 

 

 

5.4.2 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

 試験研究炉用等原子炉施設に対して、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止に関する、試験炉設置許可基準規則の安全要件を以下に示す。 

 

(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)  

第十三条 試験研究用等原子炉施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、試験研究用等原子炉

施設を通常運転時の状態に移行することができるものとすること。 

二 設計基準事故時において次に掲げるものであること。 

イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるも

のであること。 

ロ 設計基準事故により当該設計基準事故以外の設計基準事故に至るおそれがある異常を生じ

ないものであること。 

ハ 試験研究用等原子炉施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。 
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(1) AOO 及び DBA の判断基準に対応する評価項目を頂上事象に、MLD 法により各項目に影

響を与える要因を摘出分析し、異常事象を整理。 

(2) FMEA 手法により、各設備の機器の故障を仮定して、炉心及び原子炉冷却系に与える影響

を整理し、起因事象を摘出。 

(3) 異常事象と機器故障モードの対応を整理し、判断基準に対応する評価項目に影響を与える

起因事象を同定する。 

 

 

5.4.3 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

試験研究炉用等原子炉施設に対して、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を超える

事故として、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止に関する試験炉設置許可基準規

則の安全要件を以下に示す。 

(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止) 

第五十三条 試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当

該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合におい

て、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。 

 

また試験炉設置許可基準規則解釈は、想定すべき具体的な事故として、以下の通り、燃料

体の損傷が想定される事故と使用済燃料貯蔵設備の冷却機能喪失による使用済燃料の損傷が想

定される事故を挙げている。 

第５３条（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

（中略） 

３ 具体的な事故としては、例えば、以下が挙げられる。 

一 燃料体の損傷が想定される事故 

イ 設計基準事故時の想定を超える空気侵入又は水侵入による炉内構造物（黒鉛）の酸化、可

燃性ガスによる爆発等 

二 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故 

イ 使用済燃料貯蔵設備の冷却系統が故障した際に、水補給にも失敗し、冷却水の蒸発により

使用済燃料の冠水が維持できなくなり、使用済燃料の破損に至る可能性がある事故 

ロ 冷却系統配管が破断した際に、サイフォン現象等により、使用済燃料の冠水が維持できな

くなり、使用済燃料の破損に至る可能性がある事故 

ハ 空気により使用済燃料を冷却する使用済燃料貯蔵施設 

 

以上の安全要件に対して、HTTR では原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故

であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した

場合において、当該事故の拡大を防止するために、目張り等による原子炉建家の気密の改善、
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さらに使用済燃料貯蔵プールへの冷却水の注入による使用済燃料の冷却等、必要な措置を講じ

る設計とすることにより、その安全設計の基本方針の妥当性を確認した。具体的には、多量の

放射性物質等を放出するおそれのある事故を選定し、選定した事象に対して安全評価を実施し、

評価結果に基づき、事故の拡大防止に必要な措置を行う運用とすることを定めることで、試験

炉設置許可基準規則に適合することを確認した。 

 HTTR では、原子炉に係る多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故には、原子炉の

AOO や DBA（以下「設計基準事象」という。）時に、作動を想定していた基本的安全機能

（原子炉停止機能、炉心冷却機能、放射性物質の閉じ込め機能）を有する機器等のいずれかの

故障が重畳した場合の事象、すなわち、設計基準事象を超える事象の中から、高温ガス炉の特

徴を踏まえて、放射性物質等の放出の影響、空気侵入等による黒鉛酸化の影響、黒鉛酸化に伴

い発生する可燃性ガスによる爆発の影響が大きい事象を選定した。HTTR の構成上、原子炉冷

却材圧力バウンダリが破損しない限り、多量の放射性物質の放出や空気侵入等による黒鉛酸化

及び可燃性ガスによる爆発は発生しない。そのため、HTTR における多量の放射性物質等を放

出するおそれのある事故は、原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による破断口と影響が最も大

きくなる 1 次冷却設備二重管破断に、基本的安全機能の喪失が重畳する事象が選定された。 

また、使用済燃料貯蔵設備に係る多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故には、

試験炉設置許可基準規則解釈に例示されている事故に相当する、使用済燃料貯蔵設備における

使用済燃料の冷却機能が喪失する事象を想定した。 

 

 HTTR-熱利用試験施設における防護対策の基本方針 

HTTR-熱利用試験においては、HTTR からの改造及び設備追設に伴い、公衆被ばく上最も厳

しい設計基準事象や基本的安全機能に分類される緩和機能が変更となる可能性がある。従って、

HTTR-熱利用試験では、HTTR からの改造及び設備追設に伴い、追加となる設計基準事象の摘

出、当該事象を対象とした、放射性物質等の放出の影響、空気侵入等による黒鉛酸化の影響、

黒鉛酸化に伴い発生する可燃性ガスによる爆発の影響の評価または分析、新たに想定すべき多

量の放射性物質等の放出のおそれがある事故を選定する。多量の放射性物質等の放出のおそれ

がある事故には新たに選定された事故がある場合には、当該事故を対象に、基本的安全機能の

喪失の重畳を想定した安全評価を実施し、評価結果に基づき、事故の拡大防止に必要な措置を

検討し、運用することとする。 

HTTR-熱利用試験で新たに想定される多量の放射性物質等の放出のおそれがある事故の有

無を予め見通すため、炉外技術開発試験装置の系統設計情報を参考に、公衆被ばく上最も厳し

い設計基準事象や基本的安全機能に係る緩和機能の変更有無を検討した。その結果、公衆被ば

く上最も厳しい可能性がある設計基準事象に、以下の 4 事象が同定されたが、HTTR の設計基

準事象を対象とした安全評価の結果から、いずれの事象も HTTR で公衆被ばく上最も厳しい設

計基準事象に選定されている 1 次冷却設備二重管破断事故よりも著しい放射性物質の放出は見

込まれないことが分かった。 

  

 

 

(1) AOO 及び DBA の判断基準に対応する評価項目を頂上事象に、MLD 法により各項目に影

響を与える要因を摘出分析し、異常事象を整理。 

(2) FMEA 手法により、各設備の機器の故障を仮定して、炉心及び原子炉冷却系に与える影響

を整理し、起因事象を摘出。 

(3) 異常事象と機器故障モードの対応を整理し、判断基準に対応する評価項目に影響を与える

起因事象を同定する。 

 

 

5.4.3 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

 現行の HTTR における防護対策の基本方針 

試験研究炉用等原子炉施設に対して、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を超える

事故として、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止に関する試験炉設置許可基準規

則の安全要件を以下に示す。 

(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止) 

第五十三条 試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当

該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合におい

て、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。 

 

また試験炉設置許可基準規則解釈は、想定すべき具体的な事故として、以下の通り、燃料

体の損傷が想定される事故と使用済燃料貯蔵設備の冷却機能喪失による使用済燃料の損傷が想

定される事故を挙げている。 

第５３条（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

（中略） 

３ 具体的な事故としては、例えば、以下が挙げられる。 

一 燃料体の損傷が想定される事故 

イ 設計基準事故時の想定を超える空気侵入又は水侵入による炉内構造物（黒鉛）の酸化、可

燃性ガスによる爆発等 

二 使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故 

イ 使用済燃料貯蔵設備の冷却系統が故障した際に、水補給にも失敗し、冷却水の蒸発により

使用済燃料の冠水が維持できなくなり、使用済燃料の破損に至る可能性がある事故 

ロ 冷却系統配管が破断した際に、サイフォン現象等により、使用済燃料の冠水が維持できな

くなり、使用済燃料の破損に至る可能性がある事故 

ハ 空気により使用済燃料を冷却する使用済燃料貯蔵施設 

 

以上の安全要件に対して、HTTR では原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故

であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した

場合において、当該事故の拡大を防止するために、目張り等による原子炉建家の気密の改善、
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(1) 水蒸気改質器遮断弁の閉失敗 

(2) 放熱器ファン全機のコーストダウン 

(3) 水・蒸気設備排水配管の破損及び破断 

(4) 蒸気発生器伝熱管の漏えい及び破損 

 

また、HTTR からの改造及び設備追設に伴い、基本的安全機能に分類される緩和機能にも変

更はなかったことから、HTTR-熱利用試験に対する多量の放射性物質等の放出のおそれがあ

る事故には、HTTR と同じ事象が選定される見通しが得られた。今後は HTTR-熱利用試験の設

計情報を用いて、多量の放射性物質等の放出のおそれがある事故を再度選定する必要がある。 

また、水素製造施設の接続に伴い、水素製造施設での異常が原子炉施設における事故の拡

大防止措置に与える影響への対策を講じる。具体的には、HTTR では事故の拡大防止措置とし

て、主に原子炉建家内で実施する機器等の操作、計器類の監視、状況調査、機器等の復旧作業

を実施する際、一部が原子炉建家とは異なる建家内で保管されている資機材を使用して対応に

当たる。従って、水素製造施設の異常が原子炉施設に与える影響により、異常時措置に使用す

る資機材へのアクセスや当該資機材の輸送、当該資機材を使用した異常時措置の実施に支障を

与える可能性がある。このため、必要な資機材へのアクセス性や輸送手段の確保及び事故の拡

大防止措置の実施手順の整備を行う。 
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Table 12 HTTR-熱利用試験施設の火災防護対策案 
方策 項目 設計対策 
火災発生防止 漏えいの防止、拡大防止 溶接構造、圧力制御、扉常

時閉運用、機械換気、隔離

弁 
配置上の考慮 可燃性物質を内包する機器

と安全施設の壁等の設置及

び離隔による配置上の考慮

換気 換気空調設備による機械換

気（常用電源） 
可燃性ガス漏えい検知器 

防爆 なし（換気により爆発性雰

囲気にならない） 
貯蔵 なし（貯蔵しない） 
不燃性・難燃性材料の使用 安全機能を有する SSC に

は不燃性・難燃性材料を使

用 
自然現象による火災発生の

防止 
落雷対策、耐震設計 

火災感知及び消火 早期の火災感知及び消火 炎感知器、煙感知器、熱感

知器、自動消火設備、初動

消火設備 
自然現象への対策 火炎感知設備及び消火設

備、壁等は、基準地震動に

対する耐震性 
消火設備の破損、誤作動又

は誤操作への対策 
消火剤誤放出により電気及

び機械設備に影響を与えな

いよう設計 
火災の影響軽減 系統分離による影響低減 換気空調作動による悪影響

防止対策 
火災影響評価 火災影響評価を実施 

 

 

 

(1) 水蒸気改質器遮断弁の閉失敗 

(2) 放熱器ファン全機のコーストダウン 

(3) 水・蒸気設備排水配管の破損及び破断 

(4) 蒸気発生器伝熱管の漏えい及び破損 

 

また、HTTR からの改造及び設備追設に伴い、基本的安全機能に分類される緩和機能にも変

更はなかったことから、HTTR-熱利用試験に対する多量の放射性物質等の放出のおそれがあ

る事故には、HTTR と同じ事象が選定される見通しが得られた。今後は HTTR-熱利用試験の設

計情報を用いて、多量の放射性物質等の放出のおそれがある事故を再度選定する必要がある。 

また、水素製造施設の接続に伴い、水素製造施設での異常が原子炉施設における事故の拡

大防止措置に与える影響への対策を講じる。具体的には、HTTR では事故の拡大防止措置とし

て、主に原子炉建家内で実施する機器等の操作、計器類の監視、状況調査、機器等の復旧作業

を実施する際、一部が原子炉建家とは異なる建家内で保管されている資機材を使用して対応に

当たる。従って、水素製造施設の異常が原子炉施設に与える影響により、異常時措置に使用す

る資機材へのアクセスや当該資機材の輸送、当該資機材を使用した異常時措置の実施に支障を

与える可能性がある。このため、必要な資機材へのアクセス性や輸送手段の確保及び事故の拡

大防止措置の実施手順の整備を行う。 
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Fig.5 耐震重要度分類の判定方法 

 

 

  
Fig.6 重要安全施設の選定プロセス 
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Fig.7 安全評価の流れ 

 

  

 

 

 

Fig.5 耐震重要度分類の判定方法 

 

 

  
Fig.6 重要安全施設の選定プロセス 
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6. おわりに 

 

高温ガス炉研究開発センターの下に設置した「HTTR-熱利用試験専門委員会」では、原子

力規制委員会による新規制基準への適合性審査に合格した HTTR 安全設計をベースに、施設の

変更や水素製造施設の接続に伴い安全設計上新たに考慮すべき事象に対する対策を考慮し、

HTTR-熱利用試験施設における原子炉施設の安全設計の考え方の検討を行った。検討に当た

っては、原子炉安全の観点からの十分な安全性を確保することを大前提としつつ、水素製造施

設に対して、高圧ガス災害に対する安全確保の多くの実績を有する一般産業法規を適用するこ

とを基本方針とした。以下に検討結果の概要を述べる。 

 

 HTTR-熱利用試験に係る適用法規に関し、高圧ガス保安法では高圧ガスによる災害に対す

る公共の安全確保が明確に規定していること、高圧ガス保安法体系下の規則において、高

圧ガス災害に対する公共の安全確保を目的とした安全要件が規定されていること、原子炉

等規制法の設置許可基準規則において規定された安全要件（外部からの衝撃による損傷の

防止等）に適合することで水素製造施設異常（水素製造施設から漏えいした可燃性物質の

火災爆発等）に対する原子炉の安全確保が可能であることから、HTTR に接続する水素製

造施設を高圧ガス保安法の下で建設可能であると判断された。 

 「原子炉施設に接続された水素製造施設」と、高圧ガス保安法の適用が明白な「原子炉施

設の近隣に設置される水素製造施設」の相違点を分析することで、水素製造施設への高圧

ガス保安法の適用の条件が、水素製造施設の異常時にも原子炉施設が通常運転の継続また

は異常の拡大防止であること並びに原子炉施設異常に起因する水素製造施設の加熱量変動

時にも水素製造施設に異常発生または異常拡大が防止されることであることを示した。 

 原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲の候補として、4 ケース（(1)2 次ヘリウム冷

却設備の原子炉格納容器隔離弁を境界とするケース、(2)2 次ヘリウムバウンダリを含む機

器の 3 次側出入口弁を境界とするケース、(3)2 次ヘリウム冷却設備に第 2 中間熱交換器、

(4)3 次ヘリウム冷却設備に水蒸気改質器を設置して 3 次ヘリウム冷却設備に設置する弁を

境界とするケース及びすべてを原子炉等規制法適用とするケース）を検討し、高圧ガス保

安法の適用範囲を決定する上での評価項目として、設計成立性や建設コスト等を摘出する

とともに、各ケースの得失を明らかにした。 

 HTTR-熱利用試験施設の安全設計、機器設計及び耐震設計を行うため、HTTR-熱利用試験

施設の安全機能の重要度分類、耐震設計上の重要度分類及び重要安全施設を設定する方針

を示した。 

 HTTR の安全設計において考慮されている事象に加えて、HTTR-熱利用試験施設の安全設

計において新たに考慮すべき外的事象として、内部火災や竜巻、航空機落下（燃料火災）、

森林火災、近隣工場等の火災、有毒ガスを選定した。また、新たに考慮すべき外的事象に

対して、想定内部火災と防護対象の十分な離隔距離の確保、新たな竜巻飛来物の固定・固

縛措置や竜巻飛来物による影響評価、水素製造施設の火災と航空機落下（燃料火災）また

は森林火災の重畳事象、有毒ガスによる影響評価等の防護対策の基本方針を提示した。 
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 HTTR-熱利用試験施設の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故、多量の放射性物質等

を放出する事故の拡大の防止に関しては、原子炉等規制法の安全要件への適合方針や、

MLD や FMEA を組み合わせた体系的な事象選定方法や、原子炉施設で生じた事故の拡大

防止策を提示した。また、多量の放射性物質等を放出する事故には、HTTR と同じ 1 次冷

却設備二重管破断と基本的安全機能喪失の重畳事象が選定される見込みであることを示し

た。水素製造施設異常時に原子炉施設で生じた事故の拡大防止措置を確実に実施するため、

必要な資機材へのアクセス性や輸送手段の確保及び事故の拡大防止措置の実施手順の整備

が必要であることを示した。 

 

今後は、高圧ガス保安法適用範囲選定に向けた評価を実施する。また、本稿でまとめられ

た安全設計の考え方に基づき、水素製造施設接続に伴う HTTR 設置変更許可申請に向けて、

HTTR-熱利用試験施設の基本設計や安全設計、安全評価を進める。 
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力規制委員会による新規制基準への適合性審査に合格した HTTR 安全設計をベースに、施設の
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とを基本方針とした。以下に検討結果の概要を述べる。 

 

 HTTR-熱利用試験に係る適用法規に関し、高圧ガス保安法では高圧ガスによる災害に対す

る公共の安全確保が明確に規定していること、高圧ガス保安法体系下の規則において、高

圧ガス災害に対する公共の安全確保を目的とした安全要件が規定されていること、原子炉

等規制法の設置許可基準規則において規定された安全要件（外部からの衝撃による損傷の

防止等）に適合することで水素製造施設異常（水素製造施設から漏えいした可燃性物質の

火災爆発等）に対する原子炉の安全確保が可能であることから、HTTR に接続する水素製

造施設を高圧ガス保安法の下で建設可能であると判断された。 

 「原子炉施設に接続された水素製造施設」と、高圧ガス保安法の適用が明白な「原子炉施

設の近隣に設置される水素製造施設」の相違点を分析することで、水素製造施設への高圧

ガス保安法の適用の条件が、水素製造施設の異常時にも原子炉施設が通常運転の継続また

は異常の拡大防止であること並びに原子炉施設異常に起因する水素製造施設の加熱量変動

時にも水素製造施設に異常発生または異常拡大が防止されることであることを示した。 

 原子炉等規制法と高圧ガス保安法の適用範囲の候補として、4 ケース（(1)2 次ヘリウム冷

却設備の原子炉格納容器隔離弁を境界とするケース、(2)2 次ヘリウムバウンダリを含む機
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とともに、各ケースの得失を明らかにした。 

 HTTR-熱利用試験施設の安全設計、機器設計及び耐震設計を行うため、HTTR-熱利用試験

施設の安全機能の重要度分類、耐震設計上の重要度分類及び重要安全施設を設定する方針

を示した。 

 HTTR の安全設計において考慮されている事象に加えて、HTTR-熱利用試験施設の安全設

計において新たに考慮すべき外的事象として、内部火災や竜巻、航空機落下（燃料火災）、

森林火災、近隣工場等の火災、有毒ガスを選定した。また、新たに考慮すべき外的事象に
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。

（第8版，2006年）
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。

（第8版，2006年）

乗数 名称 名称記号 記号乗数




